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令
和
四
年
十
月

は
じ
め
に

日
本
人
の
日
常
生
活
に
お
け
る
宗
教
的
対
象
物
の
一
つ
と
し
て
、
位

牌
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
位
牌
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研

究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
中
国
に
お
け
る
儒
教
の
神
主
の
変
遷
が

基
と
な
り
、
中
国
に
お
け
る
禅
宗
の
発
展
と
と
も
に
位
牌
も
発
展
し
、

「
清
規
」
な
ど
に
も
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

（
（

。
そ
の
位
牌
が
、
渡

来
僧
や
帰
朝
し
た
留
学
僧
を
通
し
て
、ま
た
「
清
規
」
の
移
入
に
よ
り
、

鎌
倉
時
代
末
に
は
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る（
3
（

。日
本
に
お
け
る
位
牌
の
記
録
の
う
ち
、
鎌
倉
時
代
の
記
録
と
し
て
次

の
三
つ
が
知
ら
れ
る
。

（
１
）��

松
本
山
廣
福
寺　

昔
は
稻
毛
山
と
號
し
た
り
と
い
ふ
、
菅
村

の
内
、
府
中
往
來
の
道
よ
り
右
の
方
四
町
ば
か
り
に
あ
り
、（
中

略
）
観
音
堂
〔
此
堂
中
、
重
成
の
肖
像
、
な
ら
び
に
重
成
以
下

の
位
牌
を
置
き
た
り
、〕

　
　

�

稻
毛
三
郎
平
重
成
禪
門
法
名
道
全　
　

元
久
二
乙
丑
年
六
月

廿
四
日

　

�　
〔
其
餘
重
成
の
父
小
山
田
別
當
平
有
重
法
名
寂
照
、
舎
弟
榛

谷
四
郎
平
重
朝
法
名
諦
悟
、
同
甥
の
榛
谷
太
郎
平
重
秀
法
名
蓮

凮
、
同
小
次
郎
平
重
秀
法
名
如
月
、
一
子
小
澤
次
郎
平
重
政
法

名
眞
悟
等
、
以
上
五
人
の
霊
牌
あ
り
、
い
づ
れ
も
元
久
二
年
乙

丑
六
月
二
十
日
と
あ
り
○
中
略
〕

　
　
　

一
室
圓
如
大
禪
定
尼　
　

建
久
六
乙
卯
年
七
月
上
四
日

　

�　
〔
か
く
注
せ
し
靈
牌
も
あ
り
、
寺
僧
も
其
人
を
知
ら
ず
と
い

へ
り
、
東
鑑
に
因
て
考
る
に
、
卽
稻
毛
三
郎
重
成
の
室
な
る
事

明
け
し
、〕（

（
（

（
２
）��

西
明
寺
ノ
時
賴
禪
門
、
密
ニ
貌
ヲ
窶
シ
テ
六
十
餘
州
ヲ
修
行

シ
給
ニ
、
或
時
攝
津
國
難
波
ノ
浦
ニ
行
到
ヌ
、（
中
略
）
既
ニ

日
昏
ケ
レ
バ
、
荒
レ
タ
ル
家
ノ
垣
間
マ
バ
ラ
ニ
軒
傾
テ
、
時
雨

モ
月
モ
サ
コ
ソ

ラ
メ
ト
見
エ
タ
ル
ニ
立
寄
テ
宿
ヲ
借
給
ケ
ル

中
世
に
お
け
る
位
牌
の
広
ま
り
に
つ
い
て

―
中
世
史
料
に
見
ら
れ
る
位
牌
の
記
述
か
ら
考
え
る
―

�

永
　
　
井
　
　
俊
　
　
道
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ニ
、
内
ヨ
リ
年
老
タ
ル
尼
公
一
人
出
テ
、（
中
略
）
斗
藪
ノ
聖
、

熟
々
ト
是
ヲ
聞
テ
、
餘
ニ
哀
ニ
覺
テ
、
笈
ノ
中
ヨ
リ
小
硯
取
出

シ
、
卓
ノ
上
ニ
立
タ
リ
ケ
ル
位
牌
ノ
裏
ニ
、
歌
ヲ
ゾ
被
書
ケ
ル
、

難
波
潟
盬
干
ニ
遠
キ
月
影
ノ
又
元
ノ
江
ニ
ス
マ
ザ
ラ
メ
ヤ
ハ
、

禪
門
諸
國
斗
藪
畢
テ
、
鎌
倉
ニ
歸
給
フ
ト
均
ク
、
此
位
牌
ヲ
召

出
シ
、
押
領
セ
シ
地
頭
ガ
所
帶
ヲ
沒
収
シ
テ
、
尼
公
ガ
本
領
ノ

上
ニ
副
テ
ゾ
是
ヲ
給
タ
リ
ケ
ル（

5
（

、

（
３
）��

佛
日
庵　

北
條
家
ノ
祠
堂
ナ
リ
、（
中
略
）
右
ニ
北
條
時
宗

ノ
像
ヲ
安
ジ
、
同
牌
ヲ
置
ク
、〔
法
光
寺
殿
大
禪
定
門
、
弘
安

七
年
甲
申
四
月
四
日
ト
記
セ
リ
、〕
其
傍
ニ
時
宗
室
ノ
牌
ア
リ
、

〔
潮
音
院
殿
覺
山
志
道
大
姉
ト
記
ス
、靈
屋
ヲ
慈
氏
殿
ト
云
フ
、〕

左
ニ
貞
時
高
時
ノ
二
像
ヲ
安
ズ
、
各
牌
ア
リ
、〔
貞
時
牌
曰
、

最
勝
園
寺
殿
宗
演
大
禪
定
門
、
應
長
元
年
十
月
二
十
六
日
、
高

時
牌
曰
、
日
輪
寺
殿
崇
鑑
大
禪
定
門
元
弘
三
年
五
月
廿
二
日
、〕

其
傍
ニ
高
時
ガ
三
子
ノ
牌
、
及
ビ
像
ヲ
置
ク（

（
（

、

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
元
久
・
建
久
・
弘
安
・
応
長
・
元
弘
期
に
位

牌
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
史
料
は
南
北
朝
期
以
降
の
編
纂
物
で
あ
り
、
特
に
（
１
）
と
（
３
）

の
史
料
に
見
ら
れ
る
位
牌
は
、
南
北
朝
期
以
降
に
位
牌
が
広
ま
る
中
で

安
置
さ
れ
た
可
能
性
も
高
い
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
位
牌
が

い
つ
の
時
代
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
議
論

も
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
位
牌
が
日
本
で
は
い
つ
・
ど
の
よ
う
に
用
い
ら

れ
、
天
皇
・
宮
家
や
武
家
・
公
家
の
間
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
か
な
ど

に
つ
い
て
、
中
世
の
文
献
史
料
か
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
。

一
、『
清
規
』・『
語
録
』
か
ら
見
た
「
位
牌
」
の
広
ま
り

鎌
倉
時
代
に
位
牌
が
日
本
に
広
ま
っ
た
と
す
る
と
、
中
国
か
ら
伝
え

ら
れ
た
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

栄
西
や
道
元
の
著
作
な
ど
に
は
位
牌
の
文
字
は
見
ら
れ
な
い
と
さ
れ

る
。
唐
代
に
百
丈
懐
海
禅
師
が
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
『
百
丈
淸
規
』
に

は
、「
位
牌
」
の
文
字
が
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
百
丈
淸
規
』
は

唐
滅
亡
後
の
宋
・
元
を
経
て
成
立
し
た
も
の
と
さ
れ
、
唐
代
に
位
牌
が

あ
っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
ず
は
、
中
国
の
「
清
規
」
に
位
牌
が
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
っ
た
の
か
見
て
い
き
た
い
。
元
の
至
大
四
（
一
三
一
一
）
年
に
作

成
さ
れ
た
『
禅
林
備
用
淸
規
』
に
初
め
て
位
牌
の
使
用
方
法
が
記
さ
れ

た
と
さ
れ
る
。【
史
料
一
】
を
見
て
い
き
た
い
。

【
史
料
一
】
※
以
下
、
史
料
中
の
傍
線
は
筆
者
記
入
。

入
龕
後
三
日
揜
龕
。
庫
司
惜
辨
事
儀
法
堂
上
間
。
顔
色
幃
幙
。
嚴

設
床
榻
。
架
列
受
用
衣
物
。
左
右
砂
羅
器
具
。
桉
上
列
筆
硯
語
錄
。

爐
瓶
供
養
。
湯
瓶
火
爐
。
茶
湯
皿
具
。
執
役
行
者
。
看
守
。
中
間

廣
設
祭
筵
。
生
絹
幃
幙
。
鋪
設
法
座
。
挂
眞
以
備
上
祭
。
下
間
置
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龕
。
麻
布
幃
幙
。
座
安
位
牌
。
前
列
几
桉
素
花
供
養
。
二
時
下
湯

茶
粥
飯
諷
經
。
香
燭
不
絶
。
排
列
挑
燈
。
鐃
鈸
花
旛
。
鳴
鐘
集
衆
。

做
佛
事
巳
。
移
龕
下
法
堂
。
請
鎖
龕
佛
事（

（
（

。

【
史
料
一
】
よ
り
、
住
持
の
葬
礼
で
は
、
遺
体
を
納
め
た
龕
を
法
堂

に
移
し
た
際
、中
間
に
は
真
を
掛
け
、下
間
に
は
龕
を
置
き
位
牌
を
祀
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
中
間
に
真
が
、
下
間
に
位
牌
が
配
置
さ
れ
て
お

り
、
真
と
位
牌
に
は
、
葬
礼
に
お
け
る
重
要
度
に
違
い
が
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
葬
礼
後
の
入
塔
の
項
目
で
は
、「
毎
日
山
門
三
時
上
茶
湯
。

集
衆
諷
経
。
牌
位
入
祖
堂
則
止
之
。
或
待
新
住
持
。
方
入
祖
堂（

（
（

」
と
あ

る
。
葬
礼
の
際
に
位
牌
が
用
い
ら
れ
、
葬
礼
後
に
祖
堂
に
位
牌
が
祀
ら

れ
る
。
亡
僧
の
葬
礼
で
は
、
浴
亡
の
項
に
「
拭
浴
衣
被
俵
浴
亡
人
。
淨

髪
手
巾
。
付
待
詔
。
維
那
提
著
衣
入
龕
。
置
延
壽
堂
中
。
鋪
設
椅
卓
位

牌
。
香
燈
供
養
。」
が
行
な
わ
れ
、位
牌
に
は
「
新
圓
寂
某
甲
上
座
覺
靈
」

と
書
く
と
あ
り（

（
（

、
住
持
と
同
じ
よ
う
な
葬
礼
が
行
な
わ
れ
、
位
牌
が
用

い
ら
れ
た
こ
と
に
加
え
、
位
牌
の
書
式
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。

『
幻
住
庵
淸
規
』（
延
祐
四
年
・
一
三
一
七
年
）
で
は
、「
合
縫
公
界

印
押
封
閉
龕
門
龕
前
立
二
位
牌
一
座
一
書
云
新
圓
寂
某
上
座
覺
靈
香
火

燈
燭
請
二
首
座
大
衆
一
諷
二
大
悲
呪
一
遍
一
回
向（
（1
（

」
と
あ
り
、
鎖
龕
の
際

に
龕
前
に
位
牌
を
立
て
香
火
燈
燭
を
備
え
、
位
牌
に
は
「
新
圓
寂
某
上

座
覺
靈
」
と
書
く
と
あ
る
。
位
牌
の
書
式
は
、『
禅
林
備
用
淸
規
』
に

記
さ
れ
た
書
式
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
位
牌
が
葬
礼
の
仏
具
と
し
て
定
着
し

て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。【
史
料
二
】
を
見
て
い
き
た
い
。

【
史
料
二
】

収
骨
皈
供
養
諷
經
回
向
但
稱
二
圓
寂
一
不
レ
稱
二
新
圓
寂
一
或
諸
方
尊

宿
就
レ
菴
遷
化
及
本
菴
住
持
遷
化
位
牌
但
書
二
道
號
一
不
レ
書
二
兩
字

名
一
帷
書
二
下
字
一
或
公
或
禪
師
如
二
亡
僧
一 —

無
二
衣
鉢
可
一
レ
唱
菴

門
當
二
與
結
緣
津
送（
（（
（

一

【
史
料
二
】
で
は
、
位
牌
の
書
式
に
つ
い
て
、
拾
骨
後
は
「
新
圓
寂
」

を
用
い
ず
「
圓
寂
」
と
す
る
こ
と
、
僧
名
は
道
号
と
諱
の
下
の
字
一
字

を
用
い
、
公
や
禅
師
の
称
号
を
附
す
と
あ
り
、
拾
骨
後
に
位
牌
の
取
り

替
え
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
は
、
位
牌
の
書
式
が
整

備
さ
れ
、
位
牌
が
葬
礼
の
中
で
の
重
要
性
を
徐
々
に
増
し
、
葬
礼
の
際

の
重
要
な
仏
具
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
い
で
、『
勅
修
百
丈
淸
規
』
巻
三
の
「
移
龕
」
の
項
で
は
位
牌
に

つ
い
て
、【
史
料
三
】
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
三
】

入
龕
三
日
揜
レ
龕
鋪
二
設
法
堂
上
間
一
掛
二
幃
幙
一
設
二
牀
座
椸
架
一

動
用
器
具
陳
列
如
二
事
レ
生
之
禮
一
中
間
法
座
上
掛
レ
眞
安
二
位
牌
一

廣
列
二
祭
筵
一
用
二
生
絹
幃
幙
一
以
備
二
上
祭
一
下
間
置
レ
龕
用
二
麻
布

幃
幕
一
前
列
二
几
案
爐
瓶
素
花
香
燭
一
不

二
時
上
二
茶
湯
粥
飯
一
供

養
諷
經
仍
備
二
挑
燈
鐃
鈸
花
旛
一
鳴
二
僧
堂
鍾
一
集
レ
衆
請
二
移
龕
佛

事
一
罷
移
レ
龕
下
二
法
堂
一
請
二
鎻
龕
佛
事（
（1
（

一



中
世
に
お
け
る
位
牌
の
広
ま
り
に
つ
い
て
（
永
井
）

一
一
四

一
一
四
頁

［
念
校
］　

駒
澤
大
學　

佛
教
學
部
論
集　

第
53
號

【
史
料
三
】
に
よ
れ
ば
尊
宿
の
遷
化
に
あ
た
っ
て
は
、
龕
が
法
堂
上

間
に
移
さ
れ
る
と
、
中
間
の
法
座
に
は
真
が
掛
け
ら
れ
位
牌
が
置
か
れ

る
。【
史
料
一
】
と
比
べ
る
と
真
と
位
牌
が
中
間
に
一
緒
に
祀
ら
れ
、

両
者
が
一
対
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
位
牌
が
真

と
同
様
の
地
位
を
得
た
こ
と
に
な
り
、
位
牌
の
重
要
性
が
増
し
た
こ
と

が
分
か
る
。『
勅
修
百
丈
淸
規
巻
六
』
の
「
亡
僧
」
の
葬
礼
で
は
、
位

牌
に
関
し
て
、【
史
料
四
】
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
四
】

入
レ
龕
置
二
延
壽
堂
中
一
鋪
設
椅
卓
位
牌
牌
上
書
云
、〔
新
圓
寂
某

甲
上
座
覺
靈
或
西
堂
則
書
二
前
住
某
寺
某
號
某
禪
師
之
靈
一
餘
隨
二

職
称
呼
一
書
レ
之
〕
備
二
香
燈
一
供
養
現
前
僧
衆
諷
二
大
悲
呪
一
囘
向

…
…
荼
毘
後
執
事
人
鄕
曲
法
眷
同
収
レ
骨
以
レ
綿
褁
袱
包
函
貯
封

定
迎
歸
二
延
壽
堂
一
〔
位
牌
上
去
ニ
新
字（
（1
（

一
〕

【
史
料
四
】よ
り
、鎖
龕
後
の
遺
体
は
延
寿
堂
に
位
牌
と
共
に
置
か
れ
、

そ
の
後
荼
毘
に
付
し
、
拾
骨
後
、
遺
骨
は
再
び
延
寿
堂
に
迎
え
ら
れ
、

新
た
な
位
牌
が
準
備
さ
れ
た
。【
史
料
二
】
と
同
じ
よ
う
に
、
葬
礼
で

延
壽
堂
内
に
立
て
ら
れ
た
位
牌
と
拾
骨
後
に
延
寿
堂
に
遺
骨
と
共
に
安

置
さ
れ
た
位
牌
と
で
は
、「
新
」
の
字
が
除
か
れ
て
い
る
な
ど
書
式
が

異
な
っ
て
お
り
、二
種
類
の
位
牌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

原
田
正
俊
氏
は
、「
荼
毘
所
に
持
参
し
た
位
牌
と
、
延
寿
堂
に
置
か
れ

た
位
牌
の
二
種
類
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
荼
毘
所
に
持
参
す
る

位
牌
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
現
代
で
も
白
木
の
位
牌
が
荼
毘
所
に
運

ば
れ
、
こ
れ
を
野
位
牌
と
称
す
る
が
、
十
四
世
紀
の
中
国
禅
林
の
方
式

が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（

（1
（

」
と
し
て
い
る
。

『
禅
林
備
用
淸
規
』は
一
三
一
一
年
の
編
纂
と
さ
れ
て
い
る
が
、当
然
、

位
牌
は
「
清
規
」
に
ま
と
め
ら
れ
る
前
か
ら
中
国
の
禅
宗
寺
院
内
で
使

用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
中
国
か
ら
の
渡
来
僧
や
帰

朝
し
た
留
学
僧
を
通
し
て
、
日
本
の
禅
宗
寺
院
に
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う（

（1
（

。

嘉
暦
元
（
一
三
二
六
）
年
に
来
朝
し
た
清
拙
正
澄
が
、
日
本
で
著
わ

し
た
『
大
鑑
禅
師
小
淸
規
』
に
、【
史
料
五
】
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
五
】

凡
入
祖
堂
。
當
二
一
一
歴
代
位
牌
平
等
供
養
一
。
此
天
下
古
今
順

理
也
。･･････

入
祖
堂
新
安
二
位
牌
一
。
則—

歷
代
諸
住
持
。
皆

相
迎
接
問
訊
歡
喜
。
其
新
入
牌
住
持
之
小
師
。
當
下
爲
二
本
師
一
修
二

設
歷
代
供
養
點
心
餚
鐉
一
作
中
入
門
歡
上
若
獨
設
二
一
位
一
。
新
入
住

持
自
饗
レ
食（
（1
（

。

【
史
料
五
】
の
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
祖
堂
に
は
歴
代
住
持
の
位

牌
が
祀
ら
れ
、
入
祖
堂
に
あ
た
っ
て
は
「
位
牌
」
を
用
い
て
儀
礼
が
行

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
清
拙
正
澄
は
中
国
で
の
経
験
に
よ
り

位
牌
に
関
す
る
知
識
を
持
っ
て
日
本
に
来
朝
し
た
と
見
ら
れ
る
。
日
本

に
渡
来
後
、
建
長
寺
・
浄
智
寺
・
円
覚
寺
等
で
、
位
牌
を
用
い
た
儀
礼
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を
行
い
、
位
牌
を
日
本
に
広
め
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
次
頁
の
【
表
一
】
は
、
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け
て

の
語
録
に
見
え
る
位
牌
の
記
事
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
の
位
牌
に
関
す
る
記
述
は
少
な
く
、
無
学
祖
元
の
語
録
で

あ
る
『
仏
光
國
師
語
録
』
巻
四（

（1
（

に
も
、「
鎖
龕
・
起
龕
・
起
骨
・
下
火
」

な
ど
の
語
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、位
牌
の
文
字
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、

『
仏
照
禅
師
語
録
』
で
、
東
福
寺
の
白
雲
慧
暁
が
東
福
寺
の
東
山
湛
照

の
一
周
忌
（
正
応
五
年
・
一
二
九
二
年
）
に
「
東
山
和
尚
入
祖
堂
」
の

法
語
を
作
り
、
位
牌
を
挙
げ
て
法
語
を
唱
え
た
こ
と
が
分
か
る（

（1
（

。
鎌
倉

時
代
後
半
よ
り
、
禅
宗
の
葬
儀
形
式
は
確
立
し
て
お
り
、
南
北
朝
期
以

降
に
位
牌
が
現
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
鎌
倉
時
代
に
既
に
位
牌
が

用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
渡
来
僧
で
あ
る
笠
仙
梵
僊
の
語
録
に
は
、

【
史
料
六
】
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
六
】

徒
之
内
有
下
曰
二
宗
意
字
柏
菴
一
者
上
。
爲
二
寺
之
大
耆
舊
一
。
…
…

抑
有
レ
時
乎
。
然
而
土
木
之
工
。
所
レ
費
其
資
。
亦
萬
有
餘
緡
矣
。

是
皆
一
出
二
於
意
公
一
也
。
先
レ
是
意
公
有
二
居
俗
之
弟
一
。
於
二
師

無
レ
恙
之
時
一
。
嘗
共
承
二―

事
之
一
。
且
復
禮
二
意
公
一
爲
二
義
師
一
。

訓
二
其
名
一
曰
二
宗
明
一
。
爲
二
在
家
出
家
弟
子
一
也
。
…
…
二
公
聊

聞
而
不
レ
許
。
然
衆
議
不
レ
可
レ
沮
遂
作
レ
之
。
内
置
二
二
公
壽
像
一
。

幷
凡
有
レ
功
二
於
斯
一
者
。
各
以
二
名
銜
一
位
二
其
牌
一
。
既
沒
之
後
。

必
於
諱
曰
營
供
。
以
二
享
之
歳
一
定
二
其
規（
（1
（

一
。

【
史
料
六
】
で
は
、
笠
仙
梵
僊
が
建
長
寺
内
の
天
源
庵
の
造
営
に
功

績
の
あ
っ
た
柏
庵
宗
意
と
俗
弟
の
宗
明
の
寿
像
と
位
牌
を
祀
り
、
没
後

に
追
善
を
行
な
う
よ
う
定
め
た
と
あ
る
。
そ
の
後
、
南
北
朝
期
に
位
牌

は
急
激
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

夢
窓
国
師
の
語
録
に
も
、【
史
料
七
】
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
七
】

（
１
）

老
僧
影
像
左
右
各
掛
二
二
枚
大
牌
一
。
小
師
之
中
先
亡
後
滅
依
レ
次

書
二
其
名
字
一
（
左
比
丘
信
男
右
比
丘
尼
信
女
）。
老
僧
忌
辰
諷
經

之
次
。
塔
主
於
二
西
塔
一
燒
香
。
守
塔
侍
者
誦
二
大
悲
咒
一
一
反

餘
小
師

同
誦
以
資
二
諸
位
亡
霊
一
。
作
二
仏
事
一
則
假
書
二
其
位

牌
一
安
二
于
卵
塔
階
一
。
或
爲
二
本
院
一
有
二
大
功
一
者
。
或
於
二
大

小
刹
一
。
作
二
長
老
一
者
。
或
尊
貴
異
常
之
人
。
別
安
二
其
位
牌
一
。

其
餘
皆
當
レ
載
二
名
於
大
牌
一
。
如
其
箇
箇
各
安
二
位
牌
一
。
案
上
迫

搾
後
無
所
レ
容
焉

（
11
（

（
２
）

本
寺
祖
師
堂
中
央
安
二
初
祖
像
一
。
其
左
安
二
百
丈
像
一
。
其
右
安
二

開
山
像
一
。
其
餘

住
只
安
二
位
牌
一
。
此
是
叢
林
古
來
之
法
式
也
。

然
近
來
日
本
叢
林
多
是
臨
濟
兒
孫
故
。
特
安
二
其
位
牌
於
開
山
像

之
傍
一
却
招
二
無
禮
之
過
一
者
也
。
不
レ
安
二
臨
濟
位
牌
一
則
己
。
安
レ
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〔表一〕語録に見える位牌記事

番号 内　　容 記　　事 出　　典 頁

（ 擧位牌云 同（東山和尚一周忌）入
祖堂

佛照禪師語録巻下 （0 巻－ 35

（ 各以名銜位其牌 天源庵記 竺僊和尚語録巻下之下 （0 巻－ （（5

3 擧起牌云 南禪爲大光國師入祖堂 夢窓國師語録巻下之一 （0 巻－ （（（

（ 擧起牌云 太平和尚正統菴入祖堂 夢窓國師語録巻下之一 （0 巻－ （（（

5 捧牌云 南禪爲雙峯禪師入祖堂 夢窓國師語録巻下之一 （0 巻－ （（（

（ 捧牌云 孤雲和尚正脉菴入祖堂 夢窓國師語録巻下之一 （0 巻－ （（3

（ 老僧影像左右各掛二
枚大牌

三会院遺誡 夢窓國師語録巻下之二 （0 巻－ （（（

（ 書其位牌安干卵塔階
前

三会院遺誡 夢窓國師語録巻下之二 （0 巻－ 50（

（ 別安其位牌。其餘皆
當載名於大牌

三会院遺誡 夢窓國師語録巻下之二 （0 巻－ 50（

（0 宜奉安尊牌東塔之内 三会院遺誡 夢窓國師語録巻下之二 （0 巻－ 50（

（（ 入牌之時打嚫在別紙 遺誡 夢窓國師語録巻下之二 （0 巻－ 505

（（ 天龍寺開山位牌、観
応辛卯八月十五日既
自入之畢

遺誡 夢窓國師語録巻下之二 （0 巻－ 505

（3 安位牌 聯芳堂訓 夢窓國師語録巻下之二 （0 巻－ 50（

（（ 度與牌指祖堂云 蘭洲和尚建仁入祖堂 義堂和尚語録巻第三 （0 巻－ 53（

（5 捧牌云 高巖彌侍者一華菴入祖堂 義堂和尚語録巻第三 （0 巻－ 53（

（（ 捧起牌云 寶幢禪妙大姉預入壽牌 義堂和尚語録巻第三 （0 巻－ 53（

（（ 捧牌云 東陵和尚入祖堂 智覺普明國師語録巻第四 （0 巻－ （（（

（（ 安牌云 壽牌 智覺普明國師語録巻第四 （0 巻－ （（3

（（ 擧牌云 惠林喜叟慶公大姉入祖堂 智覺普明國師語録巻第四 （0 巻－ （（3

（0 捧牌 相國爲太清和尚入祖堂 常光國師語録巻上 （（ 巻－ （（

（（ 入牌 含暉供養 大通禪師語録第一 （（ 巻－ 53

（（ 位牌 二親位牌 大通禪師語録第三 （（ 巻－ （（

※この表は、年代順ではなく『大正新脩大蔵経』の掲載順に並べてある。
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之
則
開
山
亦
當
レ
推
二
其
位
一
也
。
是
故
余
安
二
臨
濟
之
像
於
開
山

之
位
一
耳
。
余
滅
後
宜
レ
安
二
我
位
牌
於
其
傍
一
。
不
レ
用
三
別
造
レ

像
安
二
祖
堂
之
内
一
矣（

1（
（

。

【
史
料
七
】
の
（
１
）
に
あ
る
よ
う
に
、
夢
窓
疎
石
は
男
女
を
問
わ

ず
弟
子
や
帰
依
者
ら
の
後
生
を
祈
り
、
位
牌
と
大
牌
を
作
製
し
て
、
追

善
供
養
を
営
む
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、（
２
）
に
あ
る
よ
う
に
、

祖
師
堂
に
は
中
央
に
初
祖
像
、
左
に
百
丈
像
、
右
に
開
山
像
を
安
置
し
、

歴
代
住
持
は
位
牌
の
み
を
祀
る
の
が
、
古
来
か
ら
の
臨
済
宗
の
法
式
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
夢
窓
疎
石
は
、
自
ら
が
没
し
た
後
に
は
、

祖
堂
に
位
牌
の
み
を
祀
り
、
影
像
な
ど
を
作
製
し
て
祀
る
こ
と
を
許
さ

な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
鎌
倉
時
代
か
ら
、
臨
済
宗
の

寺
院
内
に
お
い
て
は
、
早
い
時
期
か
ら
位
牌
が
祀
ら
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
夢
窓
疎
石
が
、
位
牌
を
重
視
し
、
影

像
を
作
り
祀
る
こ
と
を
禁
じ
た
こ
と
が
、
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に
か

け
て
、
位
牌
が
仏
事
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
、
徐
々
に
御
影
が
仏
事
の

中
で
の
重
要
性
を
失
っ
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。こ

の
よ
う
に
、
南
北
朝
期
の
京
都
・
鎌
倉
に
あ
る
禅
林
で
は
、
位
牌

を
祖
堂
に
安
置
し
て
供
養
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
り
、
南
北
朝
期
に
位

牌
は
急
激
に
普
及
す
る
。
加
え
て
、
南
北
朝
期
に
は
夢
窓
派
の
寺
院
が

全
国
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
で
、
位
牌
が
全
国
的
に
広
ま
り
、
禅
僧
だ
け

で
な
く
そ
の
帰
依
者
に
対
し
て
も
位
牌
を
つ
く
り
、
追
善
す
る
こ
と
が

広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

室
町
時
代
末
の
永
禄
八
（
一
五
六
五
）
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
諸
回
向

淸
規
式
』
で
は
、
位
牌
が
様
々
な
儀
式
・
仏
事
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
り
、
室
町
期
に
お
け
る
位
牌
の
普
及
の
様

子
が
見
て
取
れ
る（

11
（

。

二
、
中
世
史
料
か
ら
見
た
持
仏
堂
の
役
割
と
位
牌

鎌
倉
時
代
の
葬
送
儀
礼
や
追
善
・
追
福
供
養
な
ど
の
場
と
し
て
「
持

仏
堂
」
が
あ
る
。
持
仏
堂
は
本
尊
仏
が
祀
ら
れ
、
祈
る
た
め
の
宗
教
的

空
間
で
あ
り
、
生
活
空
間
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
異
界
で
あ
る
。
ま
ず
、
持

仏
堂
の
役
割
と
そ
こ
で
の
活
動
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
が
、
一
一
九

頁
以
降
の
【
表
二
】
で
あ
る
。

【
表
二
】
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
室
町
期
の
持
仏
堂
は
天
皇
や
将

軍
の
御
所
、
武
家
や
公
家
の
屋
敷
内
に
も
建
て
ら
れ
た
が
、
寺
院
内
に

設
け
ら
れ
た
持
仏
堂
と
し
て
、
天
皇
家
で
は
深
草
の
法
華
堂
が
あ
り
、

将
軍
家
の
場
合
に
は
相
国
寺
の
蔭
凉
軒
や
後
に
は
慈
照
寺
東
求
堂
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
。
鎌
倉
時
代
の
「
持
仏
堂
」
で
は
、（
～
（5
の
よ
う
に
、

様
々
な
仏
教
儀
礼
が
行
な
わ
れ
た
。
表
中
で
は
「
御
所
持
仏
堂
（
久
遠

無
量
院
）」
で
の
記
事
が
多
い
が
、
個
人
の
追
善
や
追
福
・
作
善
と
い
っ

た
供
養
も
行
な
わ
れ
、
年
忌
法
要
も
執
り
行
わ
れ
る
な
ど
、
先
祖
の
供
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養
が
行
な
わ
れ
る
場
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、【
表
二
】
の
（（
・
（（
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
持
仏
堂
は
入
棺
の
儀
を
済
ま
せ
た
御
棺
の
安
置
場
所

で
あ
り
、
御
棺
を
乗
せ
た
御
車
が
荼
毘
所
へ
向
か
う
葬
列
の
出
発
地
点

と
も
な
る
。
持
仏
堂
は
、
葬
儀
の
準
備
の
場
で
も
あ
っ
た
。『
伏
見
上

皇
御
中
陰
記
』
に
は
、
荼
毘
後
の
拾
骨
で
納
め
た
遺
骨
を
首
に
掛
け
、

深
草
の
法
華
堂
に
運
び
納
め
た
と
あ
る（

11
（

。
深
草
法
華
堂
は
持
仏
堂
の
役

割
も
あ
り
、
遺
骨
の
安
置
場
所
と
し
て
の
機
能
も
持
っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

南
北
朝
期
以
降
の
持
仏
堂
の
役
割
に
つ
い
て
、【
表
二
】
よ
り
ま
と

め
て
い
き
た
い
。

（
一�

）
本
尊
仏
の
ほ
か
に
、屋
敷
内
で
の
仏
事
に
使
用
す
る
仏
像
や
経

典
な
ど
の
仏
具
を
納
め
る
場
。

（
二�

）
先
祖
供
養
の
た
め
の
儀
礼
の
場
で
あ
り
、先
祖
の
御
影
を
安
置

す
る
場

（
三
）
位
牌
を
安
置
す
る
場
。

（
一
）
に
つ
い
て
【
表
二
】
の
（0
で
は
、
屋
敷
の
南
向
き
の
四
間
で

説
法
を
行
な
っ
た
後
、
四
間
に
置
か
れ
た
七
体
仏
や
一
日
頓
写
法
華
経

な
ど
が
持
仏
堂
に
納
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
持
仏
堂
が
仏
具
な
ど

の
保
管
場
所
と
し
て
の
機
能
も
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
二
）
に
つ
い
て
、【
表
二
】
の
（（
・
（3
・
（（
・
（5
・
（（
に
よ
れ
ば
、

鎌
倉
時
代
と
同
様
に
、
一
回
仏
事
や
三
回
忌
供
養
な
ど
の
先
祖
供
養
が

行
な
わ
れ
、
持
仏
堂
の
本
尊
仏
の
ほ
か
に
先
祖
の
御
影
を
荘
厳
し
て
説

法
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
御
影
に
誰
の
像
か
記
す
こ
と

も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
紙
に
書
い
て
貼
っ
た
も
の
が
、
紙
位
牌
の
役

割
を
果
た
し
、
後
に
位
牌
と
し
て
御
影
の
前
に
置
か
れ
、
祈
り
の
対
象

と
な
っ
て
い
っ
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た
、
先
祖
の
御
影
に

関
し
て
、
年
忌
儀
礼
の
際
に
、「
御
影
前
御
霊
供
如
例
」
と
か
「
御
影

前
儀
如
例（

11
（

」
等
と
数
多
く
見
ら
れ
る
。
特
に
、
文
安
四
（
一
四
四
七
）

年
十
月
十
八
日
に
は
、「
故
一
位
殿
御
遠
忌
也
、
作
善
䉼
兼
施
入
浄
蓮

華
院
、
御
影
同
奉
渡
之
、
今
日
蓬
屋
御
牌
前
御
靈
供
如
例（

11
（

」
と
あ
り
、

こ
の
時
の
故
一
位
殿
（
萬
里
小
路
嗣
房
）
の
御
遠
忌
で
、
御
影
を
従
来

の
場
所
か
ら
移
し
蓬
屋
御
牌
前
で
御
霊
供
を
例
の
如
く
行
な
っ
た
と
あ

る
。
持
仏
堂
に
納
め
ら
れ
て
い
た
御
影
が
蓬
屋
に
祀
ら
れ
、
そ
の
前
に

位
牌
が
置
か
れ
御
霊
供
が
い
つ
も
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
御
影
と
位
牌
が
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
、
位
牌

に
つ
い
て
記
述
の
な
い
「
御
影
前
御
霊
供
」
に
お
い
て
も
、
位
牌
が
用

い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
同
じ
『
建
内
記
』
の

永
享
十
一
年
十
月
二
十
日
の
条
に
、
足
利
義
教
が
安
楽
院
・
雲
龍
院
に

詣
で
御
影
と
位
牌
を
拝
し
た
と
あ
る
。
御
影
と
位
牌
は
先
祖
供
養
の
中

で
一
対
の
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
持

仏
堂
に
祀
ら
れ
て
い
た
御
影
に
も
位
牌
が
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
持
仏
堂
で
は
な
い
が
、
文
明
期
に
な
る
と
、『
言

国
卿
記
』
に
「
座
式
（
敷
）
ニ
ハ
御
影
共
・
イ
ハ
イ
共
取
り
ナ
ラ
ヘ

了（
11
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
盂
蘭
盆
会
の
際
に
座
敷
に
先
祖
の
御
影
と
位
牌
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〔表二〕持仏堂に関する記載例
番号 年月日 語句 内容 出典
（ 寛元（.�（.�（ 御所持仏堂 久遠寿量院で、八万四千基の泥塔供養を行なう。吾妻鏡
（ 寛元（.�（.�（3 久遠寿量院 供花の儀を行う。大殿並びに将軍家供し給う。 吾妻鏡
3 寛元（.�（.�（3 久遠寿量院 供花結願。 吾妻鏡
（ 寛元（.�（.�（ 御所持仏堂 持仏堂供養。導師竹中法印。 吾妻鏡
5 寛元（.�（.�（5 御持仏堂 後鳥羽院追福摺写法華経を読み始め奉る。 吾妻鏡
（ 寛元3.�3.�（5 久遠寿量院 八万四千基の泥塔が供養される。 吾妻鏡
（ 寛元3.�（0.�（（ 久遠寿量院 如法華経十種供養あり。 吾妻鏡
（ 寛元3.�（0.�30 久遠寿量院 報恩舎利講行なわれる。 吾妻鏡
（ 寛元（.�（.�（ 御持仏堂 入道大納言家、供花を始められる。 吾妻鏡
（0 宝治（.�閏（（.�（0 持仏堂 大菩薩御影像完成、宮寺別当坊持仏堂に納む。 吾妻鏡
（（ 建長（.�（.�（（ 久遠寿量院 将軍家祈祷として、一日中、千巻の観音経を転

読させる。
吾妻鏡

（（ 建長（.�（（.�（0 新御所持仏堂 本尊釈迦像が安置される。翌日、御所移徙なり。吾妻鏡
（3 建長（.�（（.�（（ 新御所持仏堂 御持仏堂供養。 吾妻鏡
（（ 建長（.�（.�（5 持仏堂 了行法師が作り置いた京都の持仏堂と宿所を如

意輪寺の造作に寄進する。
吾妻鏡

（5 建長（.�（.�5 御所持仏堂 彼岸初日に、御所持仏堂において法華懺法が始
行される。

吾妻鏡

（（ 文保元.�（.�3 御持仏堂 伏見上皇臨終。3 日、浄金剛院長老本道上人、
御持仏堂御聽問所にて御入棺の儀を行う。

伏見上皇御
中陰記

（（ 文保元.�（.�（ 御持仏堂 （ 日、深草にて一向上人の沙汰により火葬。西
園寺大納言、御持仏堂北西に候ず。上人らがお
棺を御車に移し、安楽光院に到着する。

伏見上皇御
中陰記

（（ 文保元.�（0.�（ 御持仏堂 御持仏堂において、六時礼讃。 伏見上皇御
中陰記

（（ 文保元.�（0.�（（ 御持仏堂 御持仏堂卒塔婆経と諸神咒を、澄俊僧都により
行なう。

伏見上皇御
中陰記

（0 康永（.�3.�（5 持仏堂 師右入滅の南向き四間で説法。説法後、四間の
七体仏の内阿弥陀・一日頓写法華経一部以下悉
く持仏堂に渡す。

師守記

（（ 康永（.�3.�30 持仏堂 師右御月忌法会。持仏堂にて講嘆。持仏堂本来
本尊仏阿弥陀木像。法華経など転読す。

師守記

（（ 貞和元.�（0.�（（ 持仏堂 師守母四十九日。持仏堂にて御家中人により
二十五三昧の仏事を行なう。

師守記

（3 貞和（.�（.�（ 持仏堂荘厳 師右御一回仏事のため、持仏堂の荘厳を行なう。
安置本尊（阿弥陀木像・如意輪木像）と先人以
下の御影。持仏堂にて説法。

師守記

（（ 貞和3.�（.�5 持仏堂荘厳 亡父三回忌供養のため、持仏堂の荘厳を行なう。
安置本尊（阿弥陀木像・如意輪観音木像、阿弥
陀三尊絵像）など。持仏堂にて説法。

師守記

（5 貞和3.�（.�（3 持仏堂 亡母顕心三回忌法要。持仏堂にて説法。 師守記
（（ 貞和5.�（.�（ 持仏堂荘厳 亡父 5箇年の遠忌法会のため、持仏堂荘厳を行

なう。安置本尊（阿弥陀木像・如意輪観音木像、
阿弥陀三尊絵像）。

師守記

（（ 応永（（.�（.�（（ 御位牌・持
仏堂

大通院百ヶ日に正忌の仏事が終わり、大通院御
位牌を常御所より御持仏堂に渡す。

看聞日記
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（（ 応永（（.�3.�（5 御位牌・持
仏堂

新御所（故治仁王）に御位牌所を為し、大通院
御位牌を安置し、持仏堂と為す。

看聞日記

（（ 応永（（.�（0.�（（ 持仏堂 故新御所御方の持仏堂を修理。 看聞日記
30 応永3（.�（.�（（ 持仏堂 持仏堂を修造。 薩戒記
3（ 応永3（.�（0.�（（ 持仏堂 仙洞持仏堂、柱立。 看聞日記
3（ 永享（.�正.�（（ 持仏堂 持仏堂室礼のことを問う。本尊安置は、来月 （

日が吉日の由申す。
看聞日記

33 永享（.�正.�（（ 持仏堂 寝殿東面の持仏堂室礼の造作を行なう。 看聞日記
3（ 永享（.�（.�（ 持仏堂 持仏堂本尊、伏見より渡し奉り、寝殿巽角室礼

に安置する。
看聞日記

35 永享（（.�（.�3 持仏堂 七重青磁金利塔、御持仏堂に置き、久阿に護ら
しむ。

蔭凉軒日録

3（ 永享（（.�（（.�（ 持仏堂 青磁観音像を持仏堂に置く。 蔭凉軒日録
3（ 永享（（.�（（.�（（ 持仏堂 千体地蔵像を持仏堂に安置す。 蔭凉軒日録
3（ 文安5.�（.�（（ 持仏堂 室町殿花御所御庭の巽角に、3 間 （ 面の持仏堂

を建てる。
康冨記

3（ 長禄（.�（.�（5 持仏堂 持仏堂の「安仁齋」の字をについて､ 仰せ出さ
れる。書籍は悉く持仏堂北面に置く。※持仏堂
の「安仁齋」の字と持仏堂の大円鏡の障子につ
いて、長禄 （年 （/（・（・（・（0・晦日・（/（ など
に記事があるが略す。

蔭凉軒日録

（0 長禄（.�（.�（（ 持仏堂 五味禅 （冊が献上、持仏堂北書院に置かれる。 蔭凉軒日録
（（ 長禄3.�（（.�（（ 持仏堂 御持仏堂西北棚に御書籍などを移す。 蔭凉軒日録
（（ 文明（0.�3.�（5 禁裏御持仏

堂
禁裏御持仏堂に御楽場を鋪設。後土御門天皇御
成。楽器を遊ぶ。

言国卿記

（3 文明（0.�（.�3 御持仏堂 禁裏御書院及び御持仏堂に花を立てる。 言国卿記
（（ 文明（0.�（.�（（ 御持仏堂 禁裏持仏堂並びに御書院に花を立てる。 言国卿記
（5 文明（0.�（.�（（ 御持仏堂 禁裏持仏堂の花 （瓶を立て直させる。 言国卿記
（（ 文明（0.�（0.�（（ 御持仏堂 源大納言を持仏堂に召し、後土御門天皇宸筆の

一字三礼の阿弥陀経を安祥寺に供養させる。
言国卿記

（（ 文明（0.�（0.�（（ 御持仏堂 持仏堂にて禁裏月次御楽あり。 言国卿記
（（ 文明（0.�（（.�（（ 御持仏堂 持仏堂に花 （瓶を立てる。 言国卿記
（（ 文明（（.�（.�（ 持仏堂 持仏堂とのみ記載あり。 蔗軒日録
50 文明（（.�（0.�（（ 持仏堂 持仏堂の本尊として、阿弥陀を安置す。 蔭凉軒日録
5（ 文明（（.�（（.�（ 御持仏堂 持仏堂南面なり。持仏堂の壁の十僧図の草案を

台覧に供す。
蔭凉軒日録

5（ 文明（（.�（（.�（（ 御持仏堂 御持仏堂の額を横川景三が書く。 蔭凉軒日録
53 文明（（.�正.�（3 御持仏堂 持仏堂の額、近日進上す。また、十僧図近日で

きあがる。
蔭凉軒日録

5（ 文明（（.�正.�（（ 御持仏堂 持仏堂半作。 蔭凉軒日録
55 文明（（.�正.�（0 御持仏堂 持仏堂の大きさは、南北 3 間半、東西 3 間半、

南面で、御書院は北にあり、床の間は西にある。
蔭凉軒日録

5（ 文明（（.�（.�（（ 持仏堂 相公、御先祖御位牌を持仏堂に立てる。 蔭凉軒日録
5（ 文明（（.�（.�（3 持仏堂 相公、持仏堂に御座。 蔭凉軒日録
5（ 長享3.�（.�（（ 御持仏堂 はやものに納め奉りて、御輿にめさせ、御持仏

堂に据え奉る。
将軍義尚公
薨逝記

※� �「持仏堂」を「法華堂」等の個別呼称で記す場合も多いが、ここでは「持仏堂」のみを対
象とした。
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を
並
べ
る
こ
と
も
一
般
的
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
に
関
し
て
は
、【
表
二
】
の
（（
・
（（
・
5（
の
よ
う
に
あ
る
。
表

中
の
（（
に
関
し
て
、【
史
料
八
】
を
見
て
い
き
た
い
。

【
史
料
八
】

御
百
ヶ
日
正
忌
也
、
即
成
院
坊
主
・
最
明
房
・
玄
忠
（
光
台
寺
）

等
参
、
半
斎
・
諷
経
如
例
、
大
光
明
寺
御
仏
事
、
五
部
大
乗
経
転

読
云
々
、
抑
大
通
院
御
位
牌
、
至
百
ヶ
日
安
置
常
御
所
了
、
御
仏

事
畢
之
間
、
持
仏
堂
ニ
御
位
牌
今
日
奉
渡
之（

11
（

、

【
史
料
八
】
に
よ
る
と
、
大
通
院
百
ヶ
日
の
正
忌
の
仏
事
が
終
わ
り
、

大
通
院
の
御
位
牌
を
常
御
所
か
ら
持
仏
堂
に
移
し
た
と
あ
る
。
持
仏
堂

は
位
牌
を
安
置
す
る
場
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
表
中
の
（（

に
あ
る
よ
う
に
、
新
御
所
（
故
治
仁
王
）
に
御
位
牌
所
を
造
り
、
大
通

院
御
位
牌
を
安
置
し
、
そ
こ
を
持
仏
堂
と
し
た
と
あ
る
。
持
仏
堂
が
比

較
的
早
い
時
期
か
ら
位
牌
を
安
置
す
る
位
牌
所
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
ろ
の
持
仏
堂
は
、
南
面
す
る
よ
う
建
て
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る（

11
（

。
ま
た
、『
蔭
凉
軒
日
録
』
に
は
、
崇
光
院
の
御
位

牌
が
出
来
上
が
り
調
阿
弥
に
渡
さ
れ
た
と
あ
る（

11
（

。
こ
の
位
牌
は
、
二
日

後
に
は
東
求
堂
に
安
置
さ
れ
る（

11
（

。
足
利
義
政
が
立
て
た
東
求
堂
は
、
持

仏
堂
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
皇
の
位
牌
も
持
仏
堂
に
祀
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
持
仏
堂
が
位
牌
の
広
ま
り
の
な
か
で
、
位
牌
堂

へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
よ
う
。

二
、
天
皇
・
宮
家
と
位
牌

室
町
時
代
の
天
皇
と
位
牌
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
重
要
な
施
設

と
し
て
、
深
草
の
安
楽
光
院
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
安
楽
光
院
は
、
深
草

法
華
堂
と
も
称
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
厳
密
に
い
う
と
、
史
料
上
で

は
安
楽
光
院
と
法
華
堂
は
区
別
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る（

1（
（

。【
史
料
九
】

を
見
て
い
き
た
い
。

【
史
料
九
】

四
日
。
今
日
有
二
御
葬
禮
事
一
。〔
山
作
所
深
草
也
。
一
向
上
人
沙

汰
云
々
。
御
火
葬
。〕先
レ
是
昨
日
浄
金
剛
院
長
老
本
道
上
人
參
候
。

於
二
御
終
焉
之
所
一
有
二
御
入
棺
之
儀
一
。
卽
奉
レ
渡
二
御
持
佛
堂
御

聽
問
所
一
了
。･･･

中
略･･･

西
園
寺
大
納
言
〔
實
衡
卿
。〕
候
二

御
事
佛
堂
北
西
一
。
立
二
御
屏
風
一
。
上
人
等
奉
レ
移
二
入
御
棺
於
御

車
一
。
此
時
上
皇
降
レ
地
御
平
伏
。（
御
𠝏
役
直
冬
朝
臣
。
御
沓
光

業
朝
臣
）。
諸
竹
園
同
以
令
二
平
伏
一
給
。
引
二
出
御
車
於
中
門
外
一

懸
二
御
牛
一
。
自
二
西
北
唐
門
一
令
レ
出
御
。
上
皇
於
二
門
内
一
令
レ
留

御
。
竹
園
出
門
令
レ
到
二
安
楽
光
院
一
給

五
日
。
今
暁
前
大
納
言
〔
經
親
卿
。
舊
院
執
權
也
。〕
於
二
深
草
一

出
家
。〔
法
名
浄
空
。
戒
師
惠
琳
上
人
。〕
卽
直
參
二
御
荼
毘
所
一
。

午
刻
事
了
之
間
。
以
ニ
御
骨
一
奉
レ
懸
レ
頸
。
奉
レ
納
二
後
深
草
院
法

華
堂
一
云
（々
11
（

。
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【
史
料
九
】
に
よ
る
と
、
文
保
元
（
一
三
一
七
）
年
九
月
四
日
に
伏

見
上
皇
は
御
所
で
臨
終
を
迎
え
、浄
金
剛
院
長
老
本
道
上
人
ら
に
よ
り
、

持
仏
堂
で
御
入
棺
の
儀
が
執
り
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
深
草
に
て
上

人
沙
汰
に
よ
り
火
葬
す
る
こ
と
に
な
り
、
上
人
ら
が
御
棺
を
御
車
に
移

し
、安
楽
光
院
に
運
ん
だ
。
五
日
に
は
荼
毘
に
付
さ
れ
拾
骨
が
行
わ
れ
、

御
骨
を
首
に
掛
け
て
運
び
、
後
深
草
院
法
華
堂
に
納
め
た
と
あ
る
。
こ

れ
ら
の
史
料
か
ら
、
御
所
持
仏
堂
が
葬
送
儀
礼
の
準
備
の
場
と
な
っ
て

い
た
こ
と
、
拾
骨
後
の
御
骨
が
、
持
仏
堂
で
あ
る
法
華
堂
に
納
め
ら
れ

た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
に
は
「
位
牌
」
の
文
字
は
見

え
な
い
。

史
料
上
、
天
皇
と
位
牌
が
結
び
つ
く
の
は
後
醍
醐
天
皇
の
頃
と
考
え

ら
れ
る
。【
史
料
十
】
を
見
て
い
き
た
い
。

【
史
料
十
】

多
寶
院
御
佛
事
始
、
安
先
朝
御
位
牌
、
率
臨
川
僧
衆
有
諷
經
、
是

則
以
當
堂
可
擬
御
廟
所
之
故
也
、
武
家
人
々
（
武
州
、
野
禪
、
對

州
、
宗
明
、
圓
忠
）
參
仕
蹲
居
庭
上
、
廻
向
畢
後
、
於
三
會
院
被

儲
齋
、（
臨
川
長
老
、
等
持
院
主
、
照
塔
主
、
妙
了
都
寺
、
寂
監
寺
、

奉
行
五
人
）、
在
座
、
其
後
修
覆
當
堂
爲
照
堂
、
安
救
世
観
音
、

其
奥
構
卵
塔
、
立
尊
靈
御
位
牌
三
基

（
11
（

、

【
史
料
十
】
か
ら
、
暦
応
三
（
一
三
四
〇
）
年
四
月
二
十
七
日
、
光

厳
上
皇
の
命
に
よ
り
、
暦
応
寺
多
寶
院
に
後
醍
醐
天
皇
の
位
牌
を
含
め

三
基
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
、
廟
所
と
さ
れ
、
武
家
や
禅
僧
に
よ
っ
て
追

善
供
養
が
行
な
わ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
仏
事
を
司
っ
て
い
た
の
は
、「
多

寶
院
欽
遇
後
醍
醐
院
聖
忌
奉
安
御
座（

11
（

」
の
法
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
夢

窓
疎
石
と
考
え
ら
れ
る
。

貞
治
三
（
一
三
六
四
）
年
七
月
七
日
に
は
、
丹
波
国
で
光
厳
法
皇
が

崩
御
す
る
。
遺
骸
は
丹
波
国
常
照
寺
に
安
置
さ
れ
、
八
日
に
は
天
龍
寺

の
春
屋
妙
葩
の
沙
汰
で
火
葬
さ
れ
、
十
七
日
に
葬
礼
が
行
な
わ
れ
た
と

あ
る（

11
（

。
光
厳
法
皇
の
葬
礼
は
、
生
前
に
禅
宗
に
帰
依
し
て
い
た
こ
と
か

ら
禅
宗
形
式
で
行
な
わ
れ
、
位
牌
が
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
史
料
中
に
「
位
牌
」
の
語
句
は
見
え
な
い
。
し

か
し
、
貞
治
三
年
に
建
立
さ
れ
た
天
龍
寺
金
剛
院
は
、
天
龍
寺
開
基
光

厳
天
皇
の
菩
提
所
と
さ
れ
、
光
厳
院
と
後
光
厳
院
の
位
牌
が
祀
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（

11
（

。建
立
と
同
時
に
光
厳
院
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
、

後
光
厳
院
の
崩
御
後
に
位
牌
が
金
剛
院
に
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
応
安
七
（
一
三
七
四
）
年
二
月
二
日
に
行
な
わ
れ
た
泉
涌
寺

で
の
後
光
厳
院
の
葬
礼
に
つ
い
て
、【
史
料
十
一
】
に
は
次
の
よ
う
に

あ
る
。【史

料
十
一
】

（
１
）��
渡
御
泉
涌
寺
、
寄
御
車
於
法
堂
、
奉
遷
御
棺
於
御
輿
備
供
具
、

頗
調
百
味
、
當
寺
住
持
以
下
僧
衆
先
唱
楞
厳
咒
、
其
後
光
明
真

言
、
奉
舁
龕
赴
荼
毗
所
、
力
者
二
人
御
輿
僧
六
人
相
副
其
傍
、
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僧
衆
（
誦
光
明
真
言
）
先
行
、
供
奉
人
〃
在
御
輿
後
云
〃
、
経

廊
下
到
観
堂
前
、
件
所
儲
一
宇
爲
荼
毗
所
、
於
此
所
又
僧
衆
大

行
道
、
誦
楞
厳
咒
光
明
真
言
等
、
次
荼
毗
供
奉
卿
相
雲
客
列
立

見
其
儀
、
老
弱
皆
溺
紅
涙
、
言
語
道
断
云
〃（

11
（

（
２
）��

火
屋
ニ
ハ
、
マ
ハ
リ
ニ
假
イ
ガ
キ
ヲ
タ
テ
、
其
中
ニ
幔
ヲ
引

ク
、
火
屋
ハ
ウ
ス
檜
皮
ナ
リ
、
御
前
ニ
鳥
居
ヲ
立
、
御
棚
ア
リ
、

御
位
牌
ヲ
立
、
兩
ノ
腋
ニ
大
香
爐
ニ
沈
を
タ
ク
、
ス
グ
ニ
御
棺

ヲ
入
奉
テ
、
御
輿
ヲ
バ
ト
リ
ノ
ケ
、
長
老
ヨ
リ
テ
又
焼
香
シ
テ
、

薪
ニ
火
ヲ
タ
イ
松
ニ
テ
ツ
ケ
ラ
レ
給（

11
（

、

【
史
料
十
一
】
の
（
１
）
は
、
応
安
七
年
二
月
二
日
の
泉
涌
寺
に
お

け
る
後
光
厳
院
の
荼
毘
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
が
、「
位
牌
」
の
文
字

は
見
ら
れ
な
い
。（
２
）
で
は
、
応
安
七
年
二
月
二
日
に
行
な
わ
れ
た

後
光
厳
院
の
泉
涌
寺
で
の
荼
毘
に
あ
た
り
、火
屋
に
は
仮
井
垣
を
立
て
、

そ
の
中
に
幔
を
引
き
、
火
屋
の
前
に
鳥
居
を
立
て
、
棚
を
設
け
て
御
位

牌
を
安
置
し
、大
香
炉
に
沈
を
焚
く
と
あ
る
。
後
光
厳
院
の
葬
礼
で
は
、

位
牌
が
重
要
な
仏
具
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
葬

礼
に
関
す
る
史
料
で
あ
っ
て
も
、
位
牌
に
つ
い
て
全
く
記
さ
れ
て
い
な

い
場
合
も
あ
れ
ば
、
位
牌
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。

次
に
、『
迎
陽
記
』
に
は
、【
史
料
十
二
】
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
十
二
】

傅
聞
、
今
日
伏
見
法
皇
御
葬
送
也
、
已
及
十
一
ヶ
日
、
昨
日
爲
室

町
殿
御
誕
生
日
、
空
谷
國
師
可
有
執
沙
汰
之
間
、
昨
日
以
後
可
然

之
由
被
計
申
云
〃
、
於
大
光
明
寺
有
其
儀
、
所
作
人
等
如
此
、

　
　
　

御
荼
毘
佛
事
之
衆　

　
　
　
　

�

下
火　

國
師　

鹿
苑
院　
　

起
龕　

徳
叟　

雲
居
菴�

鎖
龕　

南
宗　

莊
嚴
藏
院　

點
茶　

益
宗　

壽
寧
院�

點
湯　

中
岳　

上
生
院　
　

念
誦　

心
岩　

等
持
院�

収
骨　

椿
庭　

楞
伽
院　
　

喪
主　

月
庭　

大
光
明
寺（
11
（

【
史
料
十
二
】
よ
り
、
崇
光
法
皇
の
崩
御
後
に
大
光
明
寺
に
お
い
て

禅
宗
形
式
の
葬
礼
が
行
な
わ
れ
、
葬
送
の
内
容
か
ら
位
牌
が
用
い
ら
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
に
も
位

牌
の
記
述
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、『
看
聞
御
記
』
の
応
永
二
十
三

（
一
四
一
六
）
年
十
一
月
二
十
日
に
死
去
し
た
伏
見
宮
栄
仁
親
王
の
葬

礼
に
関
し
て
、【
史
料
十
三
】
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
十
三
】

廿
日
、（
中
略
）
寺
長
老
則
出
京
、御
葬
事
室
町
殿
へ
爲
伺
申
入
也
、

就
鹿
苑
院
主
被
披
露
之
処
、
殊
驚
入
之
由
被
申
、
御
荼
毗
事
、
崇

光
院
崩
御
之
時
沙
汰
之
様
不
相
替
、
以
其
例
可
被
申
沙
汰
之
由
、

大
光
明
寺
長
老
ニ
被
仰
、
御
返
事
長
老
之
衣
鉢
侍
者
馳
帰
申
、
先

以
如
此
被
計
申
、
愁
中
悦
喜
也
、
但
崇
光
院
御
例
上
代
也
、
更
不

可
事
行
、
可
有
省
略
之
由
面
々
有
評
定
、
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廿
一
日
、
乾
蔵
主
・
寺
長
老
等
帰
参
、
御
荼
毗
之
事
、
鹿
苑
院
主

令
談
合
了
、
所
詮
故
御
所
有
御
置
文
、
日
来
乾
蔵
主
ニ
被
預
申
、

仍
被
披
之
、
播
磨
國
衙
別
納
之
内
石
見
郷
爲
御
菩
提
料
所
大
光
明

寺
被
寄
附
、
御
没
後
事
以
此
年
貢
可
執
沙
汰
、
毎
事
以
簡
略
之
儀
、

不
可
有
寺
家
之
費
、
将
亦
御
位
牌
大
通
院
無
品
親
王
ト
可
奉
書
之

由
委
細
被
遊
置
了
、
以
御
置
文
被
見
鹿
苑
院
主
之
間
、
則
室
町
殿

へ
入
見
参
披
見
之
、
御
置
文
之
上
者
如
然
可
有
其
沙
汰
云
々
、
御

荼
毗
役
者
、火
下
金
剛
院
主
（
古
篆
和
尚
）、念
誦
廿
日
堂
院
主
（
文

明
和
尚
）、
収
骨
仏
事
大
光
明
寺
長
老
可
勤
仕
之
由
被
定
仰
、
御

中
陰
之
儀
於
大
光
明
寺
可
執
沙
汰
申
、
籠
僧
可
為
十
人
云
々
、

廿
四
日
、
御
荼
毗
可
逢
給
云
々
、
酉
刻
大
光
明
寺
罷
向
、･･････

御
荼
毗
所
、
寺
東
門
之
外
松
・
椙
等
切
払
、
荒
檜
墻
黒
木
鳥
居
等

建
之
令
荘
厳
、
鳥
居
之
前
左
右
（
南
北
）、
構
棧
敷
、･･････

尊

儀
荼
毗
所
渡
御
之
儀
、
先
於
地
蔵
殿
龕
前
仏
事
訖
、
次
撞
鉢
鼓
、

次
第
行
烈
、
先
行
者
二
人
持
灯
炉
先
行
、
次
旗
四
流
、
警
侍
者
・

瑛
侍
者
（
経
良
卿
息
）・
行
蔵
庵
殊
侍
者
・
策
侍
者
等
持
之
、
次

鉢
退
蔵
庵
本
愈
首
座
・
大
光
明
寺
継
首
座
、
次
鼓
轄
書
記
・
華
藏

主
、
次
御
位
牌
大
通
院
宮
洪
蔭
蔵
主
奉
持
、
次
龕
奉
舁
、
御
縄
椎

野
・
周
乾
蔵
主
・
経
良
卿
・
重
有
朝
臣
・
隆
冨
・
行
蔵
庵
寿
蔵
主

等
引
之
、
次
長
老
以
下
大
衆
百
人
許
唱
阿
弥
陀
大
咒
、

廿
六
日
、
御
初
七
日
也
、･･････

今
夕
御
収
骨
也
、･･････

次

捧
御
骨
、
撞
鐃
鉢
寺
へ
入
御
、
方
丈
ニ
奉
安
置
、
次
大
衆
於
方
丈

庭
前
又
諷
経
、
新
御
所
・
予
以
下
於
地
蔵
殿
聴
聞
、
事
訖
御
位
配

面
々
焼
香
申
、
長
老
謁
則
帰
了（

11
（

、

【
史
料
十
三
】に
よ
る
と
、栄
仁
親
王
が
死
去
す
る
と
葬
礼
に
つ
い
て
、

足
利
義
持
と
鹿
苑
院
に
伝
え
ら
れ
、
協
議
の
上
、「
御
荼
毗
事
、
崇
光

院
崩
御
之
時
沙
汰
之
様
不
相
替
、
以
其
例
可
被
申
沙
汰
之
由
、
大
光
明

寺
長
老
ニ
被
仰
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
栄
仁
親
王
の
葬
礼
は
、
崇
光
院

の
葬
礼
を
例
と
し
て
執
り
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
最
初
に
準
備

さ
れ
た
の
が
位
牌
で
あ
っ
た
。
栄
仁
親
王
の
位
牌
は
、
足
利
義
持
と
鹿

苑
院
主
が
相
談
の
上
、
遺
言
も
あ
り
「
大
通
院
無
品
親
王
」
と
書
か
れ

た
。
さ
ら
に
、
葬
礼
の
配
役
も
定
め
ら
れ
た
。
二
晩
に
渡
っ
て
葬
礼
が

行
な
わ
れ
、
遺
骸
は
二
十
三
日
夜
、
伏
見
宮
御
所
南
面
を
出
発
し
て
、

大
光
明
寺
に
移
さ
れ
た
。
大
光
明
寺
に
着
く
と
す
ぐ
に
入
龕
仏
事
が
行

な
わ
れ
、
地
蔵
殿
に
安
置
さ
れ
諷
経
が
行
な
わ
れ
た
。
荼
毘
所
は
、
大

光
明
寺
東
門
の
外
に
設
け
ら
れ
、
杉
松
が
切
り
倒
さ
れ
、
荒
垣
と
黒
い

鳥
居
が
つ
く
ら
れ
、
鳥
居
前
左
右
に
棧
敷
が
設
け
ら
れ
た（

1（
（

。
地
蔵
殿
で

龕
前
仏
事
が
行
な
わ
れ
、
鉢
や
太
鼓
が
つ
か
れ
、
行
者
・
灯
炉
・
旗
・
鉢
・

鼓
・
位
牌
・
龕
・
縄
・
長
老
以
下
百
人
以
上
が
続
い
た
と
あ
る
。
位
牌

は
、
栄
仁
親
王
の
息
子
で
禅
僧
の
洪
蔭
蔵
主
が
持
っ
た
。
荼
毘
所
に
着

く
と
、
下
火
・
念
誦
・
諷
経
が
行
な
わ
れ
て
御
荼
毘
の
儀
が
終
了
し
た
。

二
十
六
日
の
夕
刻
に
は
拾
骨
が
行
な
わ
れ
、
遺
骨
を
大
光
明
寺
方
丈
に

安
置
し
、
方
丈
庭
前
で
諷
経
し
、
地
蔵
殿
の
聴
聞
が
終
る
と
、
位
牌
前
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で
焼
香
し
た
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、【
史
料
十
二
】
に
は
記
さ
れ

て
い
な
い
「
位
牌
」
が
、
崇
光
院
の
葬
礼
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

十
二
月
二
十
一
日
に
は
、
本
来
二
十
二
日
に
行
な
う
予
定
の
六
七
日

の
中
陰
仏
事
を
引
き
上
げ
て
行
い
、位
牌
を
大
光
明
寺
の
惣
塔
（
仏
殿
）

に
納
め
た
と
あ
る（

11
（

。
葬
礼
当
初
か
ら
安
置
さ
れ
て
い
た
葬
礼
用
の
位
牌

が
大
光
明
寺
惣
塔
に
納
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
葬
礼
以
来
祀
ら
れ

て
い
た
位
牌
が
役
割
を
終
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
二
十
五
日
に

は
、
大
光
明
寺
で
御
中
陰
結
願
の
法
会
が
営
ま
れ
て
い
る（

11
（

。

二
十
四
日
に
は
、
伏
見
宮
御
所
で
中
陰
仏
事
の
一
つ
と
し
て
観
音
懺

法
が
行
な
わ
れ
、
道
場
室
礼
は
、
本
尊
と
し
て
釈
迦
像
、
西
脇
に
は
阿

弥
陀
像
を
掛
け
、
前
の
大
机
に
は
唐
織
り
の
打
敷
を
敷
き
、
水
引
を
掛

け
、
位
牌
を
安
置
し
た
と
あ
る（

11
（

。
そ
し
て
、
花
瓶
・
香
炉
・
燭
台
を
い

つ
も
通
り
に
備
え
た
と
あ
る
。
こ
の
位
牌
は
、
大
光
明
寺
仏
殿
惣
塔
に

納
め
た
位
牌
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
伏
見
宮
御
所
で
祀
ら
れ
る
位

牌
で
あ
ろ
う
。
応
永
二
十
九
年
十
一
月
十
九
日
に
は
、「
栄
仁
親
王
七

回
忌
仏
事
」
が
行
な
わ
れ
る
が
、
栄
仁
親
王
の
法
号
を
冠
し
た
大
通
院

が
、
大
光
明
寺
に
塔
頭
と
し
て
建
立
さ
れ
、
そ
こ
に
も
位
牌
が
安
置
さ

れ
た
と
さ
れ
る（

11
（

。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
応
永
期
ま
で
に
は
天
皇
家
や
宮
家
に
お
い
て

も
、
葬
礼
用
の
位
牌
、
居
住
空
間
で
あ
る
御
所
内
で
先
祖
供
養
の
た
め

に
祀
る
「
家
位
牌
」、
寺
院
に
祀
ら
れ
る
「
寺
位
牌
」
の
三
つ
の
位
牌

が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

四
、
将
軍
家
と
位
牌

次
に
、
将
軍
家
の
葬
送
儀
礼
に
位
牌
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
い
つ
か
ら
か
考
え
て
い
き
た
い
。『
太
平
記
』
に
は
、
足
利
尊
氏
・

義
詮
の
葬
礼
に
関
し
て
、【
史
料
十
四
】
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
十
四
】

（
１
）��

中
一
日
有
テ
、
衣
笠
山
ノ
麓
等
持
院
ニ
葬
シ
奉
ル
。
鎻
龕
ハ

天
龍
寺
ノ
龍
山
和
尙
、
起
龕
ハ
南
禪
寺
ノ
平
田
和
尚
、
奠
茶
ハ

建
仁
寺
ノ
無
德
和
尚
、
奠
湯
ハ
東
福
寺
ノ
鑑
扇
和
尚
、
下
火
ハ

等
持
院
ノ
東
陵
和
尚
ニ
テ
ゾ
ヲ
ワ
シ
ケ
ル（

11
（

。

（
２
）��

泣
々
薨
禮
ノ
儀
式
ヲ
取
營
テ
、衣
笠
山
ノ
麓
等
持
院
ニ
奉
遷
。

同
十
二
日
午
刻
ニ
、
荼
毘
ノ
規
則
ヲ
調
テ
、
佛
事
ノ
次
第
嚴
重

也
。
鎖
龕
ハ
東
福
寺
長
老
信
義
堂
、
起
龕
ハ
建
仁
寺
澤
龍
湫
、

奠
湯
ハ
萬
壽
寺
桂
岩
、
奠
茶
ハ
眞
如
寺
淸
誾
西
堂
、
念
誦
天
龍

寺
春
屋
、
下
火
ハ
南
禅
寺
定
山
和
尚
ニ
テ
ゾ
ヲ
ハ
シ
ケ
ル（

11
（

。

【
史
料
十
四
】
の
（
１
）
は
尊
氏
・（
２
）
は
義
詮
の
葬
礼
に
つ
い
て

記
し
て
い
る
が
、
と
も
に
禅
宗
形
式
で
の
葬
礼
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

【
史
料
十
四
】
に
は
位
牌
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
が
、
尊
氏
・
義
詮

の
葬
礼
に
位
牌
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
位
牌
の
記
述
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が
な
く
て
も
、
実
際
に
位
牌
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時

代
後
期
の
禅
宗
形
式
の
葬
儀
に
お
い
て
も
、
位
牌
が
用
い
ら
れ
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う（

11
（

。　
　

具
体
的
に
、
足
利
尊
氏
の
葬
礼
と
そ
の
後
の
仏
事
を
通
し
て
位
牌
に

つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
足
利
尊
氏
が
死
去
す
る
と
、
延
文
三

（
一
三
五
八
）
年
五
月
二
日
に
「
今
暁
、
大
樹
葬
礼
云
々
、
於
真
如
寺

有
此
事
、
一
向
禅
宗
之
沙
汰
云
々
、
相
公
羽
林
行
向
云

（々
11
（

」
と
あ
る
よ

う
に
、
五
月
二
日
に
、
足
利
尊
氏
の
葬
礼
が
、
禅
宗
の
沙
汰
に
よ
り
真

如
寺
で
行
な
わ
れ
、【
史
料
十
四
】
に
あ
る
よ
う
に
荼
毘
は
等
持
寺
で
、

そ
の
後
も
七
日
毎
に
中
陰
仏
事
が
行
な
わ
れ
た
。
五
月
六
日
に
は
「
初

七
日
佛
事
、
於
等
持
寺
行
之
、
禅
侶
沙
汰
、
観
音
懺
法
云

（々
11
（

」
と
あ
る
。

五
月
二
十
九
日
に
は
、
等
持
寺
に
お
い
て
月
忌
仏
事（

1（
（

、
四
十
九
日
に
当

た
る
六
月
十
九
日
を
前
倒
し
し
て
十
七
日
に
結
願
仏
事
が
等
持
寺
に
お

い
て
行
な
わ
れ
た（

11
（

。

こ
の
間
に
、尊
氏
の
位
牌
を
め
ぐ
り
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。『
園
太
暦
』

で
は
、
延
文
三
年
六
月
四
日
之
条
に
、
諏
訪
圓
忠
が
足
利
尊
氏
の
位
牌

の
書
式
と
義
詮
の
著
服
等
に
つ
い
て
、
洞
院
公
賢
に
尋
ね
て
い
る
。
圓

忠
は
そ
の
書
状
の
中
で
、「
贈
官
位
去
夜
已
到
來
候
、
位
牌
と
申
候
物
、

如
此
可
書
改
候
、
僧
家
・
寺
號
已
下
事
者
如
此
候
、
其
上
官
位
模
様
可

爲
何
樣
候
哉
、
可
被
示
下
候
也
」
と
認
め
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
葬
礼
に

使
用
し
て
い
た
位
牌
を
、
贈
位
贈
官
に
伴
い
書
き
改
め
る
た
め
の
相
談

だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
公
賢
は
こ
の
書
状
に
対
し
、「
位
牌
事
、
被

任
僧
家
之
外
不
可
有
子
細
候
、
但
日
本
樣
儀
、
一
紙
被
注
出
候
、
若
可

被
用
唐
名
者
、
爲
御
心
得
傍
ニ
被
注
付
候
也
」
と
返
答
し
、「
日
本
樣

之
位
牌
案
」
を
圓
忠
に
送
っ
た
。
翌
日
の
『
園
太
暦
』
に
は
、【
史
料

十
五
】
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
十
五
】

五
日
、
天
晴
、
今
日
贈
左
府
五
七
日
佛
事
云
々
、
位
牌
事
昨
日
就

問
返
答
了
、
而
圓
忠
注
出
分
不
叶
愚
意
之
由
有
傍
難
之
由
去
夕
有

示
告
人
、
仍
今
日
以
使
者
遣
圓
忠
示
所
存
了
、
所
詮
、
故
征
夷
大

將
軍
贈
從
一
位
行
左
大
臣
源
朝
臣
仁
山
義
公
尊
位
可
宜
歟
、
將
又

贈
左
大
臣
從
一
位
歟
、
此
條
者
可
在
賢
慮
之
旨
示
了
、

六
日
、
天
晴
、
今
日
圓
忠
法
師
送
狀
、
彼
位
牌
事
、
落
居
之
篇
注

送
也
、
故
令
申
候
條
本
意
之
由
報
了
、
昨
日
專
使
恐
悦
之
上
、
自

正
親
町
殿
御
書
兩
通
送
給
了
、
慇
懃
御
沙
汰
被
畏
申
候
き
、

抑
寺
號
事
、
讚
州
禪
門
者
號
浄
妙
寺
、
武
衞
禪
門
者
號
大
休
寺
、

是
則
先
代
最
明
寺
・
法
光
寺
皆
以
載
寺
號
於
位
牌
之
故
候
、
今
更

難
休
之
由
注
疏
各
別
書
顯
了
、
爲
散
御
不
審
獻
短
册
候
也
、
内
々

可
得
御
意
候
哉
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

六
月
六
日�

行　

忠
判　
　

　
　
　
　
　
　
　

左
馬
助
入
道
殿

　
　

�
故
征
夷
大
將
軍
贈
從
一
位
行
左
大
臣
源

臣
長
壽
寺
殿
仁
山

義
公
靈
位

彼
御
位
牌
、
粗
傍
難
觸
耳
旨
候
之
間
、
昨
夕
令
申
候
き
、
今
注
給
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之
旨
更
無
子
細
候
歟
、
愚
意
之
所
存
被
申
達
候
者
本
意
之
由
申

了（
11
（

、

【
史
料
十
五
】
よ
り
、
足
利
尊
氏
の
位
牌
の
書
式
に
つ
い
て
議
論
さ

れ
た
際
に
、
位
牌
に
記
す
法
号
に
つ
い
て
、
元
弘
元
（
一
三
三
一
）
年

に
亡
く
な
っ
た
足
利
尊
氏
の
父
貞
氏
の
位
牌
に
は
浄
妙
寺
、
観
応
三

（
一
三
五
二
）
年
に
亡
く
な
っ
た
尊
氏
の
弟
直
義
の
位
牌
に
は
大
休
寺
、

建
長
寺
や
円
覚
寺
の
造
営
や
渡
来
僧
と
親
交
の
あ
っ
た
北
条
時
頼
や
時

宗
の
位
牌
に
も
、最
明
寺
や
法
光
寺
と
寺
号
が
記
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。

北
条
時
頼
は
弘
長
三
（
一
二
六
三
）
年
に
、
北
条
時
宗
は
弘
安
七

（
一
二
八
四
）
年
に
没
し
て
お
り
、「
清
規
」
や
「
語
録
」
の
記
述
を
踏

ま
え
る
と
、
没
後
ま
も
な
く
位
牌
が
作
成
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
。
少
な
く
と
も
、
十
三
世
紀
後
半
に
は
、
禅
宗
に
深
く
帰
依
し
た
上

層
武
家
の
間
で
は
、位
牌
を
作
製
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。『
園
太
暦
』

を
記
し
た
洞
院
公
賢
は
当
時
の
有
職
故
実
の
第
一
人
者
で
も
あ
っ
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
十
四
世
紀
半
ば
に
は
、
位
牌
が
葬
礼
の
道
具
と
し
て
、

禅
宗
寺
院
や
禅
宗
を
庇
護
し
た
武
家
の
間
だ
け
で
は
な
く
、
有
職
故
実

の
対
象
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
公
家
社
会
に
も
浸
透
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
贈
位
贈
官
を
め
ぐ
る
位
牌
の
書
式
を
め
ぐ
る
議
論
が
進
行
し
て

い
る
最
中
に
、
足
利
尊
氏
へ
の
贈
位
贈
官
を
伝
え
る
宣
命
が
読
み
上
げ

ら
れ
る
。【
史
料
十
六
】
を
見
て
い
き
た
い
。

【
史
料
十
六
】

去
夜
鎌
倉
大
納
言
贈
官
贈
位
事
被
宣
下
云
々
、
左
大
臣
從
一
位

云
々
、
上
卿
権
大
納
言
忠
嗣
卿
大
内
記
秀
長
作
宣
命
位
記
等
少
納

言
信
家
持
向
位
記
宣
命
等
於
等
持
寺
於
位
配
前
讀
宣
命
云
々
、
宣

命
以
下
注
右
詔
書
如
此（

11
（

、

【
史
料
十
六
】
よ
り
、
延
文
三
年
六
月
四
日
、
等
持
院
の
足
利
尊
氏

の
位
牌
前
で
、贈
位
贈
官
の
宣
命
が
読
み
上
げ
ら
れ
、足
利
尊
氏
に
「
左

大
臣
從
一
位
」
が
授
け
ら
れ
た
。
足
利
尊
氏
が
死
去
し
て
か
ら
、
等
持

寺
で
は
先
に
記
し
た
初
七
日
以
来
の
中
陰
仏
事
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、

こ
の
間
は
仏
事
の
荘
厳
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
宣
命
を
読
み
上
げ

る
際
に
、
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
位
牌
は
、
等
持
寺
で
の
仏
事
に

も
祀
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
贈
位
贈
官
を
機
に
、
足
利
尊
氏
の
位
牌
の
書
式
に
つ
い
て
議
論

が
起
こ
る
が
、【
史
料
十
六
】
に
記
さ
れ
て
い
る
位
牌
は
、
葬
礼
用
の

位
牌
で
、【
史
料
十
五
】
に
出
て
く
る
足
利
尊
氏
の
位
牌
の
書
式
に
関

す
る
問
答
は
、
葬
礼
用
の
位
牌
を
取
り
替
え
た
後
の
将
軍
御
所
持
仏
堂

や
等
持
寺
な
ど
に
祀
る
位
牌
の
書
式
、
の
ち
の
家
位
牌
や
寺
位
牌
の
よ

う
な
先
祖
供
養
の
た
め
に
祀
ら
れ
る
位
牌
の
書
式
に
つ
い
て
の
議
論
で

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、足
利
尊
氏
の
葬
礼
等
に
お
い
て
は
、

最
初
か
ら
仏
具
と
し
て
位
牌
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
か
ら
葬

礼
用
の
位
牌
と
の
ち
の
家
位
牌
や
寺
位
牌
的
な
性
格
を
持
つ
位
牌
な
ど
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が
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

足
利
尊
氏
に
関
す
る
寺
位
牌
と
し
て
は
、
延
文
三
年
六
月
二
十
九
日

に
尊
氏
の
遺
骨
の
一
部
が
分
骨
さ
れ
、
延
文
四
（
一
三
五
九
）
年
四
月

二
十
二
日
に
は
尊
氏
の
真
影
が
永
代
不
闕
の
追
福
の
た
め
に
納
め
ら
れ

た
高
野
山
安
養
院
に
対
し
、
足
利
義
詮
が
延
文
四
年
四
月
二
十
五
日
、

尊
氏
の
永
代
追
善
の
た
め
位
牌
一
基
を
奉
納
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（

11
（

。

こ
の
こ
と
は
、
延
文
期
以
前
か
ら
位
牌
が
先
祖
供
養
の
道
具
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

二
代
将
軍
足
利
義
詮
の
葬
礼
に
お
い
て
も
、
位
牌
に
つ
い
て
【
史
料

十
七
】
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
十
七
】

兩
代
御
昇
進
次
第
給
候
了
、
可
進
上
候
、
位
牌
□
樣
、
此
兩
樣
何

可
冝
哉
、
寶
篋
院
贈
左
大
臣
一
位
、
贈
從
一
位
行
左
大
臣
、
征
夷

ハ
可
略
欤
、
然
者
可
書
樣
可
注
給
候
、
態
可
被
勘
付
候
也
、

　
　
　

故
征
夷
大
將
軍
贈
從
一
位
行
左
大
臣
源
朝
臣

位
牌
事
、
委
奉
候
了
（
中
略
）

故
大
樹
義
詮
卿
位
牌
自
初
七
日
立
之
、
贈
官
位
已
後
被
書
直
欤
、

大
臣

　
　

円
寂
正
二
位
前
亞
相
征
夷
大
將
軍
（
寶
篋
院

端
山
懽（
11
（

）

【
史
料
十
七
】
よ
り
、
葬
送
用
の
位
牌
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
贈
位

後
の
位
牌
の
書
式
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
、
決
定
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
一
連
の
流
れ
は
、
足
利
尊
氏
の
場
合
と
同
様
で
あ
り
、
将
軍
薨
去

後
に
贈
位
贈
官
が
行
な
わ
れ
た
際
に
は
、
位
牌
の
造
り
替
え
が
行
な
わ

れ
て
お
り
、
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
位
牌
の
重
要
性
に
つ
い
て
伺
う
こ
と

が
で
き
る
。

三
代
将
軍
足
利
義
満
の
葬
礼
に
用
い
ら
れ
た
位
牌
に
つ
い
て
も
次
の

よ
う
に
あ
る
。
位
牌
は
二
つ
記
録
さ
れ
て
お
り
、「
新
薨　

鹿
苑
院
准

三
宮
従
一
位
大
禪
定
門　

尊
靈
位
」
と
「
新
捐
舘　

鹿
苑
院
殿
准
三
宮

大
相
國
天
山
大
禪
定
門　

台
靈
」
と
で
あ
る（

11
（

。
前
者
は
葬
礼
の
際
に
使

用
さ
れ
た
位
牌
と
考
え
ら
れ
、
後
者
は
「
等
持
寺
御
位
牌
銘
此
云
々
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
等
持
寺
に
祀
ら
れ
た
位
牌
の
書
式
で
あ
ろ
う
。
葬

礼
用
の
位
牌
と
寺
位
牌
・
家
位
牌
が
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
将
軍
家
に
お
い
て
は
足
利
尊
氏
の
葬
礼
以
来
、
葬
礼

用
の
位
牌
と
家
位
牌
・
寺
位
牌
的
な
位
牌
が
区
別
さ
れ
て
い
た
可
能
性

が
高
く
、
武
家
へ
の
位
牌
の
浸
透
は
早
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。五

、
位
牌
の
広
ま
り
に
つ
い
て

ま
ず
、
葬
送
儀
礼
に
関
す
る
位
牌
の
広
ま
り
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

葬
送
儀
礼
に
お
け
る
位
牌
に
つ
い
て
は
、荼
毘
所
に
向
か
う
葬
列
で
は
、

天
皇
家
・
将
軍
家
と
も
に
親
族
・
縁
者
が
位
牌
を
持
っ
て
葬
列
に
参
加

し
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
応
永
二
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日
に
見
ら
れ
る
よ
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う
に
、
天
皇
家
・
将
軍
家
の
葬
礼
の
流
れ
の
中
で
、
拾
骨
後
に
位
牌
を

安
置
し
、
位
牌
前
で
焼
香
す
る
と
あ
る（

11
（

。
こ
れ
ら
か
ら
、
位
牌
の
葬
礼

に
お
け
る
用
い
ら
れ
方
が
す
で
に
定
ま
っ
て
お
り
、
葬
送
儀
礼
の
中
で

の
位
牌
の
役
割
が
確
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
応
永
八
（
一
四
〇
一
）
年
六
月
二
十
六
日
に
亡
く
な
っ
た

良
徳
禅
尼
の
位
牌
は
、
応
永
二
十
六
（
一
四
一
九
）
年
頃
か
ら
大
炊
御

門
道
場
如
来
堂
に
安
置
さ
れ
、
そ
の
位
牌
料
が
年
間
十
供
と
あ
る（

11
（

。
つ

ま
り
、
こ
の
時
期
に
は
年
間
の
位
牌
料
を
払
っ
て
、
位
牌
を
安
置
し
て

も
ら
う
制
度
も
あ
っ
た
。
当
然
、
こ
の
位
牌
へ
の
参
拝
も
行
な
わ
れ
た

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
応
永
二
十
六
年
頃
ま
で
に
、
位
牌
の
普
及

が
か
な
り
進
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

公
家
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
仏
事
等
を
行
な
う
際
の
道
場
室
礼
に
お
い

て
も
位
牌
が
重
要
視
さ
れ
て
く
る
。【
史
料
十
八
】
を
見
て
い
き
た
い
。

【
史
料
十
八
】

早
旦
導
場
室
礼
、
塗
籠
一
間
押
入
立
屏
風
、
本
尊
尺
迦
像
奉
懸
、

西
脇
阿
弥
陁
像
奉
懸
、其
前
大
机
一
脚
立
之
、敷
打
敷
（
唐
織
物
、）

机
下
有
水
引
、
御
位
牌
安
置
、
備
供
具
花
瓶
・
香
炉
・
燭
台
等
如

恒
、
千
手
観
音
像
（
入
厨
子
、
累
代
本
尊
）、
置
仏
壇
、（
観
音
懺

法
行
之
、
爲
本
尊
）、
導
場
奥
北
四
ヶ
間
（
仏
前
脇
）、
立
廻
屏
風
、

東
間
懸
不
動
像
、南
面
四
ヶ
間
懸
亘
翠
簾
、廂
間
二
ヶ
間
（
西
面
）、

懸
翠
簾
爲
聴
聞
所
、
今
夕
観
音
禪
法
、
明
日
拈
香
被
行
、
仍
室
礼

如
此（

1（
（

、

【
史
料
十
八
】
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
道
場
室
礼
に
位
牌
が
重
要
な

位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
位
牌
が
先
祖
供
養
な
ど
の
際
の
重
要

な
仏
具
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
先
祖
供
養
と
い
う
点
に
お
い

て
は
、
時
代
は
下
る
が
、
文
明
期
の
山
科
家
の
盂
蘭
盆
会
の
室
礼
に
は
、

位
牌
が
祀
ら
れ
て
い
る（

11
（

。

そ
れ
で
は
、
日
常
的
に
位
牌
は
ど
の
よ
う
に
祀
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。【
史
料
十
九
】
を
見
て
い
き
た
い
。

【
史
料
十
九
】

御
百
ヶ
日
正
忌
也
、
即
成
院
坊
主
、
昰
明
房
・（
光
台
寺
）
玄
忠

等
参
、
半
斎
・
諷
経
如
例
、
大
光
明
寺
御
仏
事
、
五
部
大
乗
経
転

読
云
々
、
抑
大
通
院
御
位
牌
、
至
百
ヶ
日
安
置
常
御
所
了
、
御
仏

事
畢
之
間
、
御
持
仏
堂
ニ
、
御
位
牌
今
日
奉
渡
之（

11
（

、

【
史
料
十
九
】
に
よ
る
と
、
大
通
院
の
位
牌
を
常
御
所
か
ら
持
仏
堂

へ
移
し
た
と
あ
る
。百
ヶ
日
が
過
ぎ
る
と
持
仏
堂
で
位
牌
は
祀
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
新
御
所
（
故
治
仁
王
）
に
位
牌
所
を
作
り
、
そ
こ
を
持
仏
堂

と
し
て
、
大
通
院
の
位
牌
も
移
さ
れ
る（
11
（

。
こ
の
時
期
に
持
仏
堂
を
位
牌

堂
と
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
か
、
文
明
期
以
降
、
位

牌
を
持
仏
堂
に
安
置
す
る
内
容
の
記
事
が
多
く
な
る
。



中
世
に
お
け
る
位
牌
の
広
ま
り
に
つ
い
て
（
永
井
）

一
三
〇

一
三
〇
頁

［
念
校
］　

駒
澤
大
學　

佛
教
學
部
論
集　

第
53
號

ま
と
め
に
か
え
て

日
本
に
お
け
る
位
牌
の
広
ま
り
に
つ
い
て
、中
世
史
料
か
ら
見
る
と
、

清
規
に
よ
れ
ば
中
国
宋
代
に
は
位
牌
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
位
牌
が
、
渡
来
僧
や
帰
朝
し
た
留
学
僧
に
よ
っ
て
日
本
に
伝
え
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鎌
倉
時
代
末
期
の
禅
僧
の
語
録
に
は
、
正
応
五

年
に
東
福
寺
内
で
位
牌
を
用
い
た
仏
事
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
位
牌
が
禅
宗
寺
院
内
で
用
い
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
北
条
時
頼
の
葬
礼
は

禅
宗
形
式
で
蘭
渓
道
隆
が
執
り
行
っ
て
お
り
、
こ
の
葬
礼
の
際
に
位
牌

が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
末
に
は
日
本
で
も
位
牌
が
用
い
ら
れ
て
い

た
と
考
え
る
と
、
南
北
朝
期
以
降
に
位
牌
が
広
ま
っ
た
こ
と
に
も
説
明

が
付
く
。
特
に
、
夢
窓
疎
石
の
語
録
に
よ
れ
ば
、
俗
信
の
徒
に
対
し
て

も
位
牌
を
造
り
、
没
後
に
供
養
す
る
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
南
北
朝
期

に
、
位
牌
は
禅
宗
寺
院
内
の
僧
侶
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
な
り
つ
つ

あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。

天
皇
家
や
宮
家
に
お
い
て
も
、
後
醍
醐
天
皇
の
葬
礼
以
降
、
位
牌
を

用
い
た
仏
事
が
行
な
わ
れ
、
位
牌
を
祀
る
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
く
。

将
軍
家
に
お
い
て
も
、
足
利
尊
氏
の
葬
礼
に
関
し
て
位
牌
が
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
、
贈
官
位
に
際
し
て
の
尊
氏
の
位
牌
の
書
式
の
議
論
の
中

に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
北
條
時
頼
・
時
宗
・
高
時
の
位
牌
や
尊
氏
の
父

貞
氏
や
弟
直
義
の
位
牌
銘
が
例
に
挙
げ
ら
れ
る
な
ど
、
位
牌
が
尊
氏
の

葬
礼
以
前
か
ら
武
家
の
葬
礼
や
先
祖
供
養
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
尊
氏
の
贈
官
位
に
際
し
て
の
位
牌
の
書
式
に

つ
い
て
の
議
論
の
中
で
、
位
牌
が
公
家
の
有
職
故
実
の
対
象
と
な
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
南
北
朝
期
半
ば
に
は
、
公
家
の
間
に
も
位
牌
に
対
す

る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
早
い
時
期
に
は
持
仏
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
御
影
前
に
机
を
置

き
、
そ
の
上
に
位
牌
を
立
て
た
と
記
録
に
あ
る
。
位
牌
は
御
影
と
一
対

の
仏
具
と
し
て
、
先
祖
供
養
に
お
け
る
重
要
性
を
増
し
て
行
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
や
が
て
、
御
影
や
像
の
存
在
が
持
仏
堂
の
記
述
か
ら
見
ら

れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
鎌
倉
時
代
以
降
、
持
仏
堂
に
は
御
影
が
祀
ら
れ

て
い
た
が
そ
こ
に
位
牌
が
セ
ッ
ト
で
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
に
は

位
牌
の
み
が
祀
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
位
牌
が
、
御
影
や
木
像
に
比
べ
製
作
が
容
易
で
、
短

期
間
で
造
ら
れ
、
費
用
も
安
か
っ
た
た
め
、
一
般
の
人
々
に
も
徐
々
に

普
及
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
禅
林
に
お

け
る
祖
堂
が
位
牌
堂
化
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
持
仏
堂
も
位
牌
堂
と

し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
位
牌
は
御
影
や
木
像
に
代
わ
っ
て
、

そ
の
地
位
を
高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

註（
（
）
位
牌
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
早
く
か
ら
考
古
学
の
分
野
に
お
い
て
、
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塔
や
墓
の
形
態
・
変
遷
の
考
察
か
ら
論
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日

本
に
お
け
る
位
牌
の
使
用
は
中
世
以
降
と
さ
れ
る
が
、
位
牌
を
め
ぐ
る

定
義
な
ど
が
き
ち
ん
と
定
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
日
本

の
中
世
に
お
け
る
位
牌
の
研
究
は
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。
本
論

文
に
お
い
て
参
考
と
し
た
資
料
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
跡
部
直
治
「
位

牌
」（『
仏
教
考
古
学
講
座
』
第
二
巻
、
塔
婆
編
、
雄
山
閣
出
版
、

一
九
三
六
年
）、
圭
室
諦
成
『
葬
式
仏
教
』（
大
法
輪
閣
、
一
九
六
四
年
）、

久
保
常
晴
「
位
牌
」（『
新
版　

仏
教
考
古
学
講
座
』
第
三
巻
、　

塔
婆　

雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
六
年
）、
三
浦
秀
宥
「
仏
壇
と
位
牌
」（『
講
座
日

本
の
民
俗
宗
教
Ⅱ
』
弘
文
堂　

一
九
八
〇
年
）
須
藤
寛
人
「
仏
壇
・
位

牌
信
仰
の
史
的
考
察
」（『
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
論
集
』
第
二
十
九
號
、

一
九
九
八
年
）、
原
田
正
俊
「
日
本
中
世
の
位
牌
と
葬
礼
・
追
善
」（『
宗

教
と
儀
礼
の
東
ア
ジ
ア
―
交
錯
す
る
儒
教
・
仏
教
・
道
教
―
』
勉
誠
出

版　

二
〇
一
七
年
）、
菊
池
章
太
『
位
牌
の
成
立
』（
東
洋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
八
年
）。

（
（
）
片
野
温
氏
は
「
美
濃
古
位
牌
の
研
究
」（『
仏
教
考
古
学
論
叢
』
第
三

輯�

一
九
四
一
年　

東
京
考
古
学
学
会
）
の
中
で
、
位
牌
は
儒
教
の
聖
祝

牌
か
ら
、
禅
宗
に
お
け
る
皇
帝
の
聖
寿
を
祈
る
た
め
の
天
牌
へ
、
そ
し

て
位
牌
へ
と
発
展
し
た
と
し
て
い
る
。

（
3
）
松
浦
秀
光
『
尊
宿
葬
法
の
研
究
』（
三
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
五
年
）。

（
（
）「
江
戸
名
所
圖
會
八
」
松
本
山
廣
福
寺
（『
古
事
類
苑
』
礼
式
部

三
十
一　

一
二
二
五
頁
）。
な
お
、
史
料
中
の
〔　

〕
内
は
、
割
り
書
き

を
示
し
て
い
る
。
以
下
史
料
内
の
〔　

〕
は
同
様
で
あ
る
。

（
5
）「
太
平
記
」
北
野
通
物
語
事
附
靑
砥
左
衛
門
事
（『
古
事
類
苑
』
礼
式

部
二
十
一　

二
九
七
～
二
九
八
頁
）。

（
（
）「
新
編
相
模
國
風
土
記
稿
八
十
鎌
倉
郡
」
円
覚
寺
（『
古
事
類
苑
』
礼

式
部
三
十
一　

一
二
二
五
頁
）。

（
（
）「
率　

移
龕
」（「
禅
林
備
用
淸
規
巻
九
」、『
卍
新
纂
大
日
本
續
藏
經
』

第
六
三
巻
六
五
三
頁
下
段
）。

（
（
）「
在　

入
塔
」（「
禅
林
備
用
淸
規
巻
九
」、『
卍
新
纂
大
日
本
續
藏
經
』

第
六
三
巻
六
五
四
頁
中
段
）。

（
（
）「
此　

浴
亡
」（「
禅
林
備
用
淸
規
巻
九
」、『
卍
新
纂
大
日
本
續
藏
經
』

第
六
三
巻
六
五
七
頁
上
段
）。

（
（0
）「
幻
住
淸
規
」（『
卍
新
纂
大
日
本
續
藏
經
』
第
六
三
巻
五
八
六
頁
上
段
）。

（
（（
）「
幻
住
淸
規
」（『
卍
新
纂
大
日
本
續
続
藏
經
』
第
六
三
巻
五
八
七
頁
下

段
）。

（
（（
）「
移
龕
」（「
勅
修
百
丈
淸
規
巻
三
」、『
卍
新
纂
大
日
本
續
藏
經
』
第

六
三
巻
三
三
八
頁
中
段
）。

（
（3
）「
亡
僧
」（「
勅
修
百
丈
淸
規
巻
六
」、『
卍
新
纂
大
日
本
續
藏
經
』
第

六
三
巻
三
五
九
頁
上
段
）。

（
（（
）
原
田
正
俊
「
日
本
中
世
の
位
牌
と
葬
礼
・
追
善
」（
原
田
正
俊
編
『
宗

教
と
儀
礼
の
東
ア
ジ
ア
―
交
錯
す
る
儒
教
・
仏
教
・
道
教
―
』
六
〇
～

七
六
頁
、
勉
誠
出
版　

二
〇
一
七
年
）。

（
（5
）
宋
代
の
崇
寧
二
（
一
一
〇
三
）
年
に
作
成
さ
れ
た
『
禅
苑
淸
規
』
に
は
、
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位
牌
の
記
述
は
な
い
が
、
一
般
の
僧
が
死
去
し
た
場
合
、
沐
浴
・
剃
髪

し
て
掛
子
を
着
さ
せ
て
桶
の
内
に
座
ら
せ
、
桶
を
龕
の
中
に
入
れ
て
、

延
寿
堂
の
前
に
置
き
、
香
華
を
設
け
、
白
幡
に
無
常
偈
を
書
き
、
仏
喪

花
を
龕
の
上
に
置
き
、
題
し
て
「
歿
故
某
人
上
座
之
靈
」
と
書
い
た
と

あ
る
。
こ
れ
が
、後
に
位
牌
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

『
禅
苑
淸
規
』
が
宋
代
の
崇
寧
二
年
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
後
に
「
紙
位
牌
」
等
に
形
態
を
変
え
な
が
ら
位
牌
へ
と
発
展
し
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
の
禅
宗
に
お
い
て
は
宋
代
初

期
か
ら
徐
々
に
位
牌
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
、
中
国
と
日

本
を
往
復
す
る
商
人
や
僧
侶
を
通
じ
て
、
日
本
に
位
牌
が
伝
え
ら
れ
た

可
能
性
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
具
体
的
に
記
す
史
料
は
見
当
た

ら
な
い
。

（
（（
）「
大
鑑
禅
師
淸
規
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
八
十
一
巻
六
二
一
頁
中

段
）。
清
拙
正
澄
は
、
中
国
福
建
省
に
生
ま
れ
、
北
条
高
時
の
招
き
で
嘉

暦
元
（
一
三
二
六
）
年
来
日
し
、
翌
年
鎌
倉
建
長
寺
の
住
持
と
な
り
、

浄
智
寺
・
円
覚
寺
を
へ
て
、
勅
命
で
京
都
建
仁
寺
・
南
禅
寺
の
住
持
を

勤
め
、
暦
応
二
（
一
三
三
九
）
年
に
没
し
た
。

（
（（
）「
仏
光
國
師
語
録
」
巻
第
四
（『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
八
十
卷

一
七
六
～
一
七
七
頁
）

（
（（
）「
仏
照
禅
師
語
録
」
下
巻
（『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
八
十
卷
三
五
頁

下
段
）

（
（（
）「
竺
僊
和
尚
語
録
巻
下
之
下
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
八
十
巻

四
四
五
頁
中
・
下
段
）。

（
（0
）「
三
会
院
遺
誡
」（「
夢
窓
國
師
語
録
」
巻
下
之
二
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

第
八
十
巻
五
〇
三
頁
下
段
・
五
〇
四
頁
上
段
。）

（
（（
）「
聯
芳
堂
訓
」（「
夢
窓
國
師
語
録
」
巻
下
之
二
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

第
八
十
巻
五
〇
六
頁
中
段
）。
他
に
も
「
遺
誡
」（「
夢
窓
國
師
語
録
」
巻

下
之
二
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
八
十
巻
五
〇
五
頁
上
・
中
段
）
に
お

い
て
も
、
自
ら
の
位
牌
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
没
後
百
ヶ
日
に
、
南

禅
寺
と
真
如
寺
の
祖
堂
で
入
牌
の
儀
礼
を
行
な
う
こ
と
、
そ
の
後
円
覚

寺
と
浄
智
寺
に
お
い
て
も
入
牌
す
る
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
天
龍
寺
開

山
位
牌
は
、
観
応
二
（
一
三
五
一
）
年
に
自
ら
祀
っ
た
と
あ
り
、
続
け

て
「
不
許
此
外
別
安
影
像
於
祖
堂
。」
と
祖
堂
に
影
像
を
祀
る
こ
と
を
禁

じ
て
い
る
。

（
（（
）「
諸
回
向
淸
規
式
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
八
十
巻
六
二
四
頁
中
段
）。

（
（3
）『
伏
見
上
皇
御
中
陰
記
』（『
群
書
類
従
』
第
二
九
輯
三
三
二
頁
）。

（
（（
）『
建
内
記
』
永
享
十
二
年
正
月
十
八
日
の
条
。

（
（5
）『
建
内
記
』
文
安
四
年
十
月
十
八
日
の
条
。

（
（（
）『
言
國
卿
記
』
文
明
十
年
七
月
十
四
日
の
条
。
こ
の
年
も
含
め
、『
言

國
卿
記
』
の
七
月
十
四
日
の
記
述
に
「
晩
影
ニ
水
向
如
先
規
」
な
ど
と

あ
り
、
盂
蘭
盆
会
が
毎
年
同
じ
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。

（
（（
）『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
四
年
二
月
二
十
九
日
の
条
。

（
（（
）『
蔭
凉
軒
日
録
』
文
明
十
七
年
十
二
月
六
日
の
条
。
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（
（（
）『
蔭
凉
軒
日
録
』
文
明
十
八
年
五
月
二
十
二
日
の
条
。

（
30
）『
蔭
凉
軒
日
録
』
文
明
十
八
年
五
月
二
十
四
日
の
条
。

（
3（
）『
師
守
記
』
応
安
七
年
三
月
二
十
六
日
の
条
に
、
後
光
厳
院
の
分
骨
場

所
が
、
六
ヶ
所
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
深
草
法
華
堂
と
安
楽
光
院
と
も
に

記
さ
れ
て
い
る
。

（
3（
）『
伏
見
上
皇
御
中
陰
記
』（『
群
書
類
従
』
第
二
九
輯
三
三
二
頁
）。

（
33
）「
天
龍
寺
造
營
記
録
」（『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
六　

一
三
〇
頁
）

（
3（
）「
夢
窓
國
師
語
録
」
下
之
一
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
八
十
巻　

四
七
三
頁
上
段
）。

（
35
）『
迎
陽
記
』
貞
治
三
年
七
月
七
日
、
七
月
八
日
の
条
。『
師
守
記
』
貞

治
三
年
七
月
三
日
、
七
月
十
日
、
七
月
十
七
日
の
条
。

（
3（
）『
鹿
王
院
文
書
の
研
究
』
二
〇
五
号
「
後
円
融
天
皇
綸
旨
」（
永
徳
元

年
二
月
十
七
日
付
）。

（
3（
）『
愚
管
記
』
応
安
七
年
二
月
二
日
の
条
。

（
3（
）『
後
光
厳
院
崩
御
記
』（『
古
事
類
苑
』
礼
式
部
二
十　

二
〇
五
頁
）。

（
3（
）『
迎
陽
記
』
応
永
五
年
正
月
二
十
三
日
の
条
。

（
（0
）『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
三
年
十
一
月
二
十
日
、二
十
一
日
、二
十
四
日
、

二
十
六
日
の
条
。

（
（（
）『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
三
年
十
一
月
二
十
四
日
の
条
に
、「
御
荼
毗

可
逢
給
云
々
、
酉
刻
大
光
明
寺
罷
向
、
新
御
所
・
予
・
椎
野
・
対
御
方
・

近
衛
局
・
経
良
卿
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
隆
冨
・
正
永
・
勝
阿
等

參
入
、
入
江
殿
・
真
乗
院
殿
・
岡
殿
、
自
惣
得
庵
直
ニ
棧
敷
へ
入
御
云
々
、

御
荼
毗
所
、
寺
東
門
之
外
松
・
椙
等
切
払
、
荒
檜
墻
黒
木
鳥
居
等
建
之

令
荘
厳
、
鳥
居
之
前
左
右
（
南
北
）、
構
棧
敷
、
南
方
御
所
棧
敷
、
北
方

棧
敷
入
江
殿
、
真
乗
院
殿
・
岡
殿
・
惣
得
庵
殿
一
所
ニ
被
座
云
々
、
時

刻
先
真
御
所･

余
・
椎
野･

地
蔵
殿
ニ
參
、
龕
尊
前
焼
香
申
、
長
老
謁

則
棧
敷
ニ
入
了
、」
と
あ
る
。

（
（（
）『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
の
条
。

（
（3
）『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
の
条
。

（
（（
）『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
三
年
十
二
月
二
十
四
日
の
条
。

（
（5
）『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
九
年
十
一
月
十
九
日
の
条
。
ま
た
、
原
田
正

俊
前
掲
書
に
は
、塔
頭
大
通
院
に
は
、位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。

（
（（
）「
將
軍
御
逝
去
事
」『
太
平
記
』
二
五
四
頁
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
太

平
記
』　

岩
波
書
店
）。

（
（（
）「
將
軍
薨
逝
事
」『
太
平
記
』
四
七
八
頁
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
太

平
記
』　

岩
波
書
店
）。

（
（（
）『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、康
元
元
（
一
二
五
六
）
年
十
一
月
二
十
三
日
に
、

北
条
時
頼
は
最
明
寺
に
お
い
て
落
飾
し
覺
了
房
道
崇
と
い
う
法
名
を
得

る
。
こ
の
時
の
戒
師
は
、
蘭
渓
道
隆
で
あ
っ
た
。
弘
長
三
年
十
一
月

二
十
二
日
、
時
賴
は
最
明
寺
北
亭
に
お
い
て
、
三
十
七
歳
で
臨
終
を
迎

え
る
。
こ
の
時
の
時
賴
の
様
子
を
「
着
衣
袈
裟
、
上
繩
床
令
坐
禪
給
、

聊
無
動
搖
之
氣
、」
と
あ
り
、
頌
も
用
意
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
文
永
二

（
一
二
六
五
）
年
十
一
月
二
十
五
日
に
は
、「
今
日
㝡
明
寺
禪
室
第
三
年

御
佛
事
、
於
山
内
被
修
之
、
導
師
道
隆
禪
師
」
と
あ
る
。『
師
守
記
』
第
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三
巻
に
は
、
南
北
朝
期
の
康
永
四
（
一
三
四
五
）
年
五
月
二
十
二
日
の

記
事
と
し
て
、「
傅
聞
く
、
於
武
家
（
コ
ノ
三
字
抹
消
）
今
日
先
代
高
時

禪
門
已
下
一
族
十
三
年
之
間
、
於
武
家
修
佛
事
云
〃
」
と
あ
り
、
足
利

尊
氏
が
北
条
高
時
の
一
族
の
年
忌
供
養
を
行
な
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う

な
形
式
で
の
供
養
で
あ
っ
た
か
は
う
か
が
い
知
れ
な
い
が
、
禅
宗
形
式

で
行
な
わ
れ
、
位
牌
も
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）『
愚
管
記
』
延
文
三
年
五
月
一
日
の
条
。

（
50
）『
愚
管
記
』
延
文
三
年
五
月
六
日
の
条
。

（
5（
）『
愚
管
記
』
延
文
三
年
五
月
二
十
九
日
の
条
。

（
5（
）『
愚
管
記
』
延
文
三
年
六
月
十
七
日
の
条
。

（
53
）『
園
太
暦
』
延
文
三
年
六
月
五
日
・
六
日
の
条
。

（
5（
）『
愚
管
記
』
延
文
三
年
六
月
四
日
の
条
。

（
55
）『
蔭
凉
軒
日
録
』
長
享
三
年
五
月
十
二
日
の
条
。
こ
こ
に
は
、
延
文
四

年
四
月
二
十
五
日
付
の
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
で
、
高
野
山
安
養
院
へ

位
牌
一
基
を
奉
納
し
た
と
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
安
養
院
に
は
、
延

文
三
年
六
月
二
十
九
日
に
は
尊
氏
の
遺
骨
の
一
部
を
分
骨
し
、
延
文
四

年
四
月
二
十
二
日
に
は
尊
氏
の
真
影
を
永
代
不
闕
の
追
福
の
た
め
に
奉

納
し
た
と
い
う
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
延
文
期
以
前
か
ら
位
牌
は
仏
教
儀
礼
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
も
、
足
利
尊
氏
の
遺
骨
は
、
攝
津
多

田
院
や
丹
波
光
福
寺
に
も
分
骨
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
よ
う
に
位
牌
が
奉

納
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
5（
）『
師
守
記
』
貞
治
七
年
正
月
十
四
日
の
条
。

（
5（
）「
鹿
苑
院
殿
薨
葬
記
」
応
永
十
五
年
五
月
十
日
。（『
群
書
類
従
』
二
九

輯
三
八
〇
頁
）。

（
5（
）『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
三
年
十
一
月
二
十
四
日
の
条
。

（
5（
）『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日
の
条
。

（
（0
）「
常
楽
記
」
応
永
八
年
六
月
二
十
八
日
。（『
群
書
類
従
』
二
九
輯

二
三
八
頁
）。

（
（（
）『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
三
年
十
二
月
二
十
四
日
の
条
。

（
（（
）『
言
國
卿
記
』
文
明
十
年
七
月
十
四
日
。

（
（3
）『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
四
年
二
月
二
十
九
日
の
条
。

（
（（
）『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
四
年
三
月
十
五
日
の
条
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
葬
送
儀
礼
、
中
陰
仏
事
、
位
牌
、
寿
牌
、
木
牌
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別表：中世史料に見える「位牌」について
番号 年月日 語句 内容 出典
（ 延文3.�（.�（ 位配（牌） 少納言信家、足利尊氏への贈左大臣従一位の宣

命を、尊氏位牌前で読む。
愚管記

（ 延文3.�（.�（ 位牌 円忠、公賢に書状を送り、足利尊氏の位牌の書
式を尋ねる。公賢、「位牌のことは、僧家に任す
べし」としたが、日本様儀を一紙に注し提出す。

園太暦

3 延文3.�（.�5 位牌 位牌について、「故征夷大将軍贈従一位行左大臣
源朝臣仁山義公尊」とすべきか、「贈左大臣従一
位」とすべきかさらに尋ねる。

園太暦

（ 延文（.�（.�（ 位牌 円忠、公賢に位牌につき、讃州禅門には浄妙寺、
武衛禅門には大休寺、先代は西明寺・法光寺と
皆寺号を位牌に載せているがいかがすべきか尋
ねる。位牌は、「故征夷大将軍贈従一位行左大臣
源朝臣長寿寺殿仁山義公霊位」と決定した。

園太暦

5 貞治（.�正.�（（ 位牌 足利義詮の位牌の書式について議す。 師守記
（ 応安（.�（.�（ 位牌 後光厳院の泉南寺での御葬礼では、火屋には仮

井垣を建て、中には仮幔を引き、火屋の前に鳥
居を建て、御棚を設け、御位牌を立て、大香爐
に沈をたく。

後光厳院崩
御記（古事
類苑）

（ 応安（.�（（.�30 位牌 位牌は古くからあったのではなく、宋代以降に
現われた。

空華日工集

（ 応安（.�（.�（5 位牌 後光厳院の御遺骨・位牌を回向する。 後深心院関
白記

（ 康暦（.� 御牌 足利義満、鹿苑院建立。御牌を安じ鹿苑院と号す。相國寺塔頭末派略記并歷代

（0 康暦3.�（（.�（3 先君位牌 管領玉堂殿、先君位牌を書き求める。 空華日工集
（（ 応永（.�（.�（（ 位牌 良徳禅尼円寂。（（ 才。応永 （（ 年秋頃、大炊御

門道場如来堂に位牌を立てる。位牌料、毎歳 （0
供。

常楽記

（（ 応永（3.�（.�5 位牌 絶海中津一周忌、相国寺にて行なわれる。位牌
の銘が決まる。

教言卿記

（3 応永（5.�5.�（0 御位牌 「新薨鹿苑院准三宮従一位大禅定門尊霊位」。等
持院の御位牌銘は、「新捐舘　鹿苑院殿准三宮大
相国天山大定門　台霊」とあり。　

鹿苑院殿追
善記

（（ 応永（3.�（（.�（（ 御位牌 乾蔵主、鹿苑院と荼毘につき談合す。位牌の書
式は、大通院無品親王と書くよう置文あり。

看聞日記

（5 応永（3.�（（.�（（ 御位牌 荼毘所にあたり、龕尊前で焼香、地蔵殿前に置
いて龕前仏事。葬礼の行列で、御位牌は大通院
宮洪蔭蔵主が持つ。

看聞日記

（（ 応永（3.�（（.�（（ 御位牌 今夕収骨。御骨を大光明寺方丈に安置す。大衆、
方丈庭前諷経。位牌に面々焼香する。

看聞日記

（（ 応永（3.�（（.�（（ 位牌 御中陰、明日結願するが、例日のため、今夕、
御位牌を大光明寺仏殿惣塔に納む。

看聞日記　

（（ 応永（3.�（（.�（（ 御位牌 導場室礼、塗籠一間押入立屏風、本尊釈迦像と
阿弥陀蔵を掛け、その前に大机を （つ置き、打
敷を敷き、机の下に水引を飾り、御位牌を安置す。

看聞日記

（（ 応永（（.�（.�（3 御位牌 治仁王荼毘での御位牌をどうするか沙汰あり。
絶海中津が道号を書き、蔵光庵に持参す。松屋
と書くべきと申し、「松屋衍公尊霊」とす。

看聞日記
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（0 応永（（.�（.�（（ 御位牌 大通院百ヶ日正忌が終わり、大通院御位牌を常
御所より御持仏堂に渡す。

看聞日記

（（ 応永（（.�3.�（（ 御位牌 御位牌称号の沙汰あり。葆光院大範衍公禅定尊
儀と決まる。松屋は御法名には叶わず、大範と
改めた。

看聞日記

（（ 応永（（.�3.�（5 御位牌 新御所（故治仁王）に御位牌所を為し、大通院
御位牌を安置し、持仏堂とす。

看聞日記

（3 応永（（.�（（.�（（ 御位牌 導場室礼、屏風を立て、本尊（阿弥陀尊）を掛け、
左脇に御位牌を立て、その前に大机 （脚を立て、
打敷を敷き、仏供燈明を備える。

看聞日記

（（ 応永（（.�（（.�（（ 御位牌 大光明寺塔頭大通院建立。諷経増衆が齋食の間、
御位牌に焼香す。

看聞日記

（5 応永3（.�（.�（（ 御位配 後円融天皇三十三回忌追善の雑具を相国寺より
仙洞に持参す。中央に御位牌（後円融院太上天
皇尊儀）を立て、供具を備える。

薩戒記

（（ 正長元.�正.�（（ 御位牌 勝定院殿（足利義持）薨御。香御袈裟を着した
義持の遺体の前に御位牌を立てる。

建内記

（（ 正長元.�正.�（3 御位牌 勝定院贈太相国（足利義持）御葬礼。等持院仏
殿にて、鎖龕仏事、掛真仏事で龕前に御影を懸
ける。次いで、起龕仏事、隆蔵主が御位牌を持つ。
･･････ 火屋戸の前に御影を懸け、御位牌を立て
荼毘に付す。義圓、御位牌前で焼香し、方丈へ
還る。

建内記

（（ 正長元.�（.�（（ 御位牌 中御門俊輔、安楽光院の七僧法会にて、休所で
御前僧と談じたのち御位牌前に参る。

薩戒記

（（ 正長元.�（.�（0 御位牌 称光天皇御月忌。安楽光院の御位牌前で舎利講
を行なう。

薩戒記

30 正長元.�（0.�（5 翼聖國師御
位牌（絶海
中津）

去る （月 （（ 日の夜、相国寺の僧 （名が、翼聖國
師の位牌を脇に置いていたところ、時房の寿命
が延長するという夢告があった。

建内記

3（ 永享元.�（.�（3 代々御牌 時房、安養院及び白蓮社に詣ず。白蓮社で、祖母、
先妣・養母を拝す。栖賢閣で、代々御牌並びに
先公御影、先師御影を拝す。

建内記

3（ 永享（.�（0.�（0 御位牌 舊院御所で、後小松天皇一周忌御経供養など営
まれる。時房、（ 日前より読経し、勅筆の経文
を摺写す。御位牌は、私亭に置く先例がないので、
切り紙に尊号を書き、（日間毎朝お供えした。

建内記

33 永享（.�3.�（（ 四牌 圓照院、宝勝院、圓修院、長得院殿の四牌を作
らせるため、字を書き献ず。

蔭凉軒日録

3（ 永享（（.�（0.�（0 御位牌 後小松院七回聖忌に、足利義教が、安楽光院と
雲龍院を詣で、御影・御位牌を拝す。

建内記

35 嘉吉元.�（.�（（ 御位牌 宣下内容を御位牌に載せるべきか相談す。 建内記
3（ 嘉吉元.�（.�（ 御位牌 普広院殿荼毘。常在光寺景南和尚、･･････ 収骨

常在光寺景南和尚、挙経仁中和尚、掛真周杠璜
侍者。御位牌は某が持つ。

蔭凉軒日録

3（ 嘉吉元.�（.�（3 御牌 時房、鹿苑院に参る。鹿苑院方丈で、普広院殿
御中陰。御影（御束帯画像）前に、御牌と御骨
を安じ奉る。

建内記
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3（ 嘉吉元.�（.�（（ 普広院殿御
牌

時房、普広院殿御牌前焼香。（5 日で中陰結願し
たが、5旬中は位牌を立てる。

建内記

3（ 嘉吉3.�（.�（（ 位牌 時房の先妣の位牌に、「見周信如禅尼、応永
三十四年四月四日」とあり。

建内記

（0 嘉吉3.�（.�（（ 御牌 来月 （日故内大臣殿御遠忌。御□前に御牌を置
き御霊供、諷経。

建内記

（（ 文安（.�（.�（ 御牌前 安養院で、先妣（実母）の御仏事を修す。御牌
前備供具献霊供、諷経。

建内記

栖賢閣御牌 次いで、栖賢閣御牌・御影前参拝。
（（ 文安（.�（0.�（（ 御牌 故一位殿御遠忌。今日、蓬屋御牌前で御霊供、

例の如し。
建内記

（3 寛正3.�（.�（（ 御位牌 普広院殿御位牌、今日から鐫すべきところ、與
次郎が眼病のため （，3日休息する。

蔭凉軒日録

（（ 寛正3.�（（.�（（ 御位牌 普広院殿・慶雲院殿御位牌を、諸老に見せる。 蔭凉軒日録
（5 寛正（.�（.�（（ 御位牌 勝智院従一位萬山大禅定尼（諱性壽）等持院に

て御荼毘。葬礼で周洪藏主御位牌を持つ。
蔭凉軒日録

（（ 寛正（.�（.�（（ イハイ 山科保宗死去。相国寺円珠堂にて荼毘。今日八
時火下。本所代越前いろがイハイヲモツ。

山科家禮記

（（ 寛正（.�（0.�（（ 勝智院殿御
位牌

勝智院殿御位牌に金泥を着すよう春阿に命ず。 蔭凉軒日録

（（ 寛正（.�（（.�（3 勝鬘院御位
牌

勝定院殿が、勝鬘院御位牌を安じた際に御成に
なったか否か、先規を尋ねる。

蔭凉軒日録

（（ 文正元.�閏（.�（ 位牌 無垢庵に嵯峨開山の位牌を造ると季瓊真蘂語る。蔭凉軒日録
50 応仁（.�3.�（（ 覚源禅師牌

入牌
応安 （年寂の平心処斎（覚源禅師）の牌が、鎌
倉寿福寺に入牌。僧海東暉の按牌の語を示す。

碧山日録

5（ 応仁（.�5.�（ 入牌 昌詵南源が、無際都管のために入牌の語を示す。碧山日録
5（ 文明3.�正.�（ 御位牌前 舊院初七日。悲田院で御拾骨。仙骨を白櫃舁に

納め寺に入り、御位牌前に安ず。
親長卿記
（大・纂）

53 文明3.�（.�（ 位牌 位牌の上を白絹で覆い、35 日撤す。 親長卿記
（大・纂）

5（ 文明3.�5.�（ 舊院御位牌
前

早旦、安禪寺に参り、舊院（後花園院）御位牌
前にて、焼香。

親長卿記
（大・纂）

55 文明（0.�（.�（（ イハイ 盂蘭盆会で、座敷に御影と位牌を並べる。 言国卿記
5（ 文明（3.�（.�（ 御位牌 一條殿御葬礼。顕基引綱、忠顕御位牌を持つ。 宣胤卿記
5（ 文明（（.�5.�（（ 牌前 祖忌（乾峯士曇）、常の如し。浄水懺儀、静香牌

前に点灯。
蔗軒日録

5（ 文明（（.�（（.�（（ 両牌 開山入滅、龍王示現の両牌を書く。 蔗軒日録
5（ 文明（（.�（（.�（（ 入牌 大縁の牌を建仁寺祖堂に入れる企てあり。 蔗軒日録
（0 文明（（.�3.�（（ 大字之位牌 全海大字の牌を書く。 蔗軒日録
（（ 文明（（.�（.�（ 入牌仏事 来たる 5月 （ 日の瑞渓和尚十三回忌に、入牌仏

事を行なう。
蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�5.�（ 入牌仏事 来る （日の瑞渓和尚入牌仏事後、横川和尚相国
寺退寺。

蔭凉軒日録

（3 文明（（.�5.�（ 祖堂入牌 瑞渓和尚十三回忌の祖堂入牌で、住持横川和尚
拈香。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�5.�（ 御壽牌 相公御壽牌草案を献じるよう調阿に命ず。5案
が献じられ、乙卯本命元辰福祿壽星が台慮にか
なう。

蔭凉軒日録

（5 文明（（.�5.�（0 御壽牌・御
先祖御位牌

相公、御逆修の御壽牌と御先祖御位牌草案を書
き、台覧に供すよう仰せ付ける。

蔭凉軒日録
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（（ 文明（（.�5.�（（ 御壽牌・御
先祖御位牌

在通宅にて、相公御逆修の御壽牌と御先祖御位
牌草案献ずべき吉日を選ぶ。（5・（（ 日が吉日。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�5.�（5 相公御預修
壽牌・開山
國師位牌・
先皇六代御
位牌・御先
祖六代勝鬘
勝 智 御 位
牌・三界牌
以上

御預修壽牌、開山國師位牌、先皇六代御位牌、
御先祖六代勝鬘勝智など御位牌 （ヶ、三界牌以
上 （（ ヶの木地代 3 貫 （（0 文。塗賃 （ 貫 （00 文。
彩色 （ 貫文。以上合計 （貫 5（0 文。諸牌草案台
覧に供し、御前に留める。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�5.�（（ 御壽牌・諸
霊御位牌
三界牌・勝
智院殿御位
牌・等持院
殿御位牌

御壽牌は預修の字を避けるべきか。三界牌は以
前の牌文が三世十方諸霊とあるが、今回書かれ
たもので良いか。勝智院殿御位牌に贈一品とあ
るが、贈の （字を削るべきか。等持院殿御位牌、
勝定普廣両相公も同前。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�5.�（（ 東相預修之
御壽牌

壽牌の預修の （字を避けたいと尋ねられ、避け
ても害はないと答える。

蔭凉軒日録

（0 文明（（.�5.�（（ 逆修牌
先祖諸霊御
位牌
先帝諸牌
開山位牌

逆修の牌には預修の字があるが、削っても害は
ないのかと尋ねると、「削っても害無し」と返答
あり。御先祖諸霊御位牌には年号・干支あり。
先帝諸牌には、年号はあるが、干支はない。干
支を加えるべきか否か問う。相公は干支有るべ
しとするが、蔭凉軒主は安楽光院の位牌には、
年号はあるが干支はないと答えた。相公、雲龍
院に安じた位牌が乱後残っていれば、召し寄せ
点検すべしと述べる。開山位牌は、年号を書く
べきか否か問う。相公､ 旧例に従うべしと答え、
開山位牌を点検したところ、皆年号はなかった
と述べる。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�5.�（（ 先帝諸尊霊
御位牌
光厳院位牌

泉涌寺より、先帝諸尊霊御位牌の書立が届く。
雲龍院に 5つの位牌があるが、光厳院位牌はな
い。5つの位牌の裏には年号・干支がある。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�（.�（ 先皇御位牌 先皇御位牌年号干支、雲龍院のごとく干支で書
くべし。先皇御位牌がほかにあるか、安楽光院・
雲龍院に尋ねる。

蔭凉軒日録

（3 文明（（.�（.�5 先帝御位牌 先皇御位牌、前六代の御霊を書立て進上。他に
先帝御位牌あるや否かを尋ね、あれば進上する
よう命ず。

蔭凉軒日録

御位牌 安楽光院・雲龍院にある御位牌を書上げた （紙
を渡す。

（（ 文明（（.�（.�（ 先帝御位牌
伏見院御位
牌

先帝位牌、安楽光院より （ヶ進上。余りは伏見
院御位牌のみ。雲龍院より5ヶ進上、ほかはなし。
伏見院御位牌立てるべからずとあり。

蔭凉軒日録

（5 文明（（.�（.�（（ 諸霊之牌前 古銅香爐 （ ヶ、紫銅香爐 （ ヶ、（ 月の御水向で
諸霊の牌前に置く。

蔭凉軒日録
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（（ 文明（（.�（.�（（ 御壽牌・開
山 國 師 位
牌・帝王御
位牌・御先
祖御位牌・
三界牌

御壽牌 （、開山國師位牌 （、帝王御位牌 （枚、御
先祖御位牌 （枚、三界牌 （の （（ 枚。この内御壽
牌（枚は御名を朱で書く。皆、草案を台覧に供す。
朱で御名を書いた牌は、用いるべからずと命じ
る。牌字大小あり、不可。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�（.�（3 御壽牌
諸靈牌

御壽牌・御諸霊牌等の草案 （（ 枚を書くよう栖和
尚に伝える。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�（0.�（（ 御壽牌
御位牌

御壽牌と御位牌 （（ 枚益之が書き台覧に供す。年
号も益之が書くよう命じる。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�（0.�（（ 位牌 益之の書いた位牌年号の書立てを台覧に供す。 蔭凉軒日録
（0 文明（（.�（（.�（ 御位牌 御位牌 （（ の内、先開山國師の位牌を台覧に供す。

この位牌が台慮に供せば、皆この牌と同様の旨
命ず。御位牌は来年 3月中にできる。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�（.�（（ 清仲牌 清仲牌前に小供を設く。 蔗軒日録
（（ 文明（（.�（.�（（ 御壽牌 客殿・鹿苑院・方丈には、御壽牌を置かず。 蔭凉軒日録
（3 文明（（.�（.�（（ 御壽牌

御諸霊位牌
御壽牌・御諸霊位牌 （（ など、台覧に供す。 蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�（.�（（ 御先祖位牌 相公、御先祖位牌を持仏堂に立てる。年号と位
のどちらで立てるべきか尋ね、横川和尚が、御
位次第と答える。

蔭凉軒日録

（5 文明（（.�（.�（（ 御位牌 御位牌裏の年号、明徳 （年壬酉の壬の字は誤り。
改めて癸酉と作り献ず。

蔭凉軒日録

帝王之位牌 帝王位牌 （枚調え前進上。今別に（枚調え進上す
るよう命じられ、光明院・崇光院と書く。安楽光
院が以前書立てた（ヶを点検したところ、「伏見院
尊儀文保元年丁巳 （月初 3日」とあった。

（（ 文明（（.�5.�（ 帝王之御位牌 去年安楽光院より帝王御位牌 （書台覧に供す。 蔭凉軒日録
（（ 文明（（.�5.�（ 崇光院位牌 崇光院位牌につき、安楽光院と雲龍院に尋ねた

が、両寺とも御位牌はないと答える。
蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�5.�5 位牌文 大光明寺維那に、光明院・崇光院の位牌文と年
号を書き進上するよう命じる。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�5.�（ 位牌 大光明寺維那、光明院・崇光院位牌に、「光明院
尊儀　康正二年庚申六月廿四日崩　六十歳」・「崇
光院尊儀　応永五年戊寅正月十三日崩　六十五
歳」とあると報告す。

蔭凉軒日録

（0 文明（（.�5.�（ 牌文御位牌 大光明寺に立てる光明・崇光院の御位牌牌文、
台覧に供す。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�5.�（（ 崇光院位牌 崇光院御位牌が出来、調阿方へ渡す。 蔭凉軒日録
（（ 文明（（.�5.�（3 崇光院位牌 崇光院御位牌、今日東求堂に立て奉る。 蔭凉軒日録
（3 文明（（.�（.�（（ 木牌 仏殿に入り御焼香。本尊、祖師堂、開山、祖先

御影（等持院殿、寶篋院殿、鹿苑院殿、勝定院殿、
普広院殿､ 慶雲院殿）に焼香。次いで本尊・等
持院木牌から順に、焼香・浄水す。

蔭凉軒日録

木牌 御所の間に御成。開山前御焼香、霊供筋を立て、
浄水を晒す。次いで寶篋院殿、鹿苑院殿、勝鬘
院殿、勝定院殿、普広院殿､ 勝智院殿、慶雲院殿、
各々木牌同前。
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（（ 文明（（.�（.�（5 木牌 上の間に、等持院殿、鹿苑院殿、普広院殿の木像・
木牌 3ヶあり。下の間に、寶篋院殿、勝定院殿、
慶雲院殿の木像・木牌 3ヶあり。

蔭凉軒日録

（5 文明（（.�（.�（3 牌云 材木屋三宅主計（（（ 日に死す）の牌に、眼阿弥
陀仏、大亭号と書く。

蔗軒日録

（（ 文明（（.�正.�（5 御壽牌 相公、御壽牌はどうすべきかと問われ、御壽牌
には慈照院殿と、持仏堂の壽牌には居士号を書
くがこれは俗態の場合で、逆修壽牌は禅定門と
書くべしと答える。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�正.�（（ 御壽牌 御壽牌を作り、御壽像は掛けるべきと、鹿苑院
に報ず。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�正.�（（ 御壽牌 相公、等持寺に往き、仏殿・客殿を歴覧す。御
壽牌は立てず。

蔭凉軒日録

（（ 文明（（.�（.�3 御壽牌 鹿苑侍衣、御壽牌の草案を持参。牌には、預修
慈照院殿准三宮喜山大禅定門壽位の （（ 文字。御
逆修御用脚として百貫文鹿苑院に渡すよう命ず。

蔭凉軒日録

御壽牌 鹿苑院寄進の打敷、唐錦小打敷、御壽牌草案など、
台覧に供す。

（00 文明（（.�（.�（ 御壽牌 御壽牌の （（ 字につき問う。御壽牌草案の （（ 文
字はこれで良い旨、台命を以てす。

蔭凉軒日録

（0（ 文明（（.�（.�5 御壽牌 御壽牌など、堀河殿を以て台覧に供す。御壽牌
を鹿苑院に遣わす。

蔭凉軒日録

（0（ 文明（（.�（.�（ 御壽牌 御壽牌を書くよう命じられたが、横川和尚に譲る。蔭凉軒日録
（03 文明（（.�5.�（（ 御位牌

御壽牌
鹿苑院七月御水向所、御位牌を立てる。白板なり。
新しく立てるので、白付けすべし。また、御壽
牌に水を向けられるべきか尋ねる。

蔭凉軒日録

（0（ 文明（（.�5.�（（ 御位牌 丹公を鹿苑院に遣わし、御水向、提子、位牌に
ついて尋ねる。御位牌は （枚、提子 （（ 用いる。

蔭凉軒日録

（05 文明（（.�（.�（ 御位牌 鹿苑院御水向御位牌、横川にを書くよう命ず。 蔭凉軒日録
諸霊御位牌 東福寺夏子退院に、諸霊御位牌を給う。

（0（ 文明（（.�（.�3 御先祖御位牌 字剔弥二郎に、御先祖御位牌を剔らす。 蔭凉軒日録
（0（ 文明（（.�（.�5 公方御先祖

御位牌
公方御先祖御位牌を書き、彌二郎に命じてこれ
を削る。等持院殿、寶篋院殿、鹿苑院殿、勝定
院殿、普広院殿、慶雲院殿、勝鬘院殿、勝智院
殿 （人の御位牌を書く。

蔭凉軒日録

（0（ 文明（（.�（.�（ 御水向御位牌 御水向御位牌、先 3ヶ剔出し、泥を入れるため、
狩野助方へ遣わす。

蔭凉軒日録

（0（ 文明（（.�（.�（（ 御位牌 狩野大炊助宅より、御位牌 （ヶ金泥を入れたも
のが届く。

蔭凉軒日録

（（0 文明（（.�（.�（3 御先祖御位牌 御先祖御位牌 （ヶ、琳公を以て台覧に付す。 蔭凉軒日録
御位牌 御位牌を能倫を以て、直に鹿苑院に遣わす。

（（（ 文明（（.�（.�（（ 勝智院殿御
位牌
御位牌
木牌

仏殿に行き、勝智院殿御位牌を覧ず。贈一品を
従一位と書き改む。施餓鬼。本尊、祖堂、開山、
次いで御先祖御影・御位牌。等持院より始め、
逐一御焼香。木牌各々にあり。

蔭凉軒日録

等持院殿御
位牌
木牌

等持院殿御位牌に箸を立て、浄水三獻、御焼香。
御位牌と浄水の提子は当年初めてのこと。これ
までは、皆木牌なり。宝篋院、鹿苑院、勝鬘院、
勝定院、普広院、勝智院、慶雲院、八霊前同前。
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（（（ 文明（（.�（.�（5 木牌 上の間、等持院殿、鹿苑院殿、普広院殿の木像・
木牌 3 ヶあり。下の間、宝篋院殿、勝定院殿、
慶雲院殿の木像・木牌 3ヶあり。

蔭凉軒日録

（（3 文明（（.�（.�（（ 御先祖御位
牌

大運院より國師祖堂牌、棟梁棟梁白付けす。玉
岫和尚牌を本となす。御先祖御位牌 （ヶ、年号
は牌後に書く。

蔭凉軒日録

（（（ 文明（（.�（.�（3 御壽牌前 本尊、嗣堂開山、鹿苑院前、普広院前、御壽牌
前で焼香。

蔭凉軒日録

（（5 文明（（.�（.�（（ 大雲國師位牌 大雲國師位牌書様について談ず。 蔭凉軒日録
（（（ 文明（（.�（.�（3 大雲國師牌 大雲國師牌を明日より掘らす。 蔭凉軒日録
（（（ 文明（（.�（.�（5 大雲國師位牌 大雲國師位牌の表には、當山第三世勑諡一山國

師の （（ 字、牌陰には文保元年丁巳十月二十五日
と書く。

蔭凉軒日録

（（（ 文明（（.�（.�（（ 大雲國師木
牌・玉岫和
尚木牌

大雲國師木牌を瑞天用蔵主方へ贈る。一行に、
玉岫和尚木牌を手本とするため借りていたが一
緒に返す。

蔭凉軒日録

（（（ 文明（（.�（.�（ 御壽牌 御壽牌を立て御誕生疏の銘を書くべし。疏銘は
毎月書くべし。

蔭凉軒日録

（（0 長享（.�正.�（（ 御壽牌 客殿中央に火鉢 （つ置く。御壽牌を立てず。 蔭凉軒日録
（（（ 長享（.�（.�（5 諸神牌

諸祖牌
等持寺祠堂に立板を置く。何を書くためかと問
うと、集証が本尊左辺は土地堂といい、諸神牌
を置き、右辺は祖師堂といい諸祖の牌を立てる
と答える。諸寺院皆是あり。乱後、牌無き故、
板上に書立てる。牌を立てるべきこと。※この
板については、長享 （年 （/（5・（/（（・3/（（ にも
記述あり。

蔭凉軒日録

（（（ 長享（.�3.�（ 土地祖師牌板 東府、土地祖師牌板 5枚を台覧に供す。 蔭凉軒日録
（（3 長享（.�3.�（（ 牌板 東府に謁し、諸牌板の帋圖 3 枚、台覧に供す。

御前より寸方の木を出し本となす。その広形模
様、相計り、匠工に命ず。まず、版並びに紙を
以て、その形を作り、諸祖諸神を書き、台覧に
供す。

蔭凉軒日録

（（（ 長享（.�3.�（（ 東求堂土地
祖師之牌

東求堂土地祖師牌、紙を以てその形を剪り、祖
師土地神名を書き、明日、台覧に供す。

蔭凉軒日録

（（5 長享（.�3.�（3 土地祖師牌
板・開山位
牌・光明院
之御牌

東府に謁し、土地祖師牌を台覧に供す。
仏壇に開山位牌あり。これを除き、後醍醐帝御
位牌または光明院の位牌を立てるべし。（つの
内、どちらにするのか、また御位牌の書様につ
いては、二位と相議すべし。土地祖師牌は剔り
泥を入れる。

蔭凉軒日録

諸牌・土地
祖師祖師牌

相公、諸牌を皆清書するよう命じる。土地祖師
牌はけずり、泥を入れる。

後醍醐帝御
位牌

後醍醐帝御位牌を立てる。御弔するのは、当家
簡要。御位牌書様は、安楽光院の御位牌を本とす。

（（（ 長享（.�3.�（（ 後醍醐天王
御位牌

安楽光院へ折紙を遣わし、後醍醐天王御位牌の
書様について尋ねるが、当院では後醍醐天皇御
位牌のこと存知せずとの回答あり。

蔭凉軒日録

土地祖師列
牌

当院棟梁三郎次部を召し、土地祖師列牌のこと
を命ず。



中
世
に
お
け
る
位
牌
の
広
ま
り
に
つ
い
て
（
永
井
）

一
四
二

一
四
二
頁

［
念
校
］　

駒
澤
大
學　

佛
教
學
部
論
集　

第
53
號

（（（ 長享（.�3.�（5 後醍醐天皇
御位牌

後醍醐天皇御位牌の書式を安楽光寺は知らず。
天龍に立てる牌には、後醍醐天皇の 5字許り書
く。尊儀を副えるべきか尋ねる。吉田二位曰く、
尊儀を相副える。もし、院の字を用えば、天皇
の字略すべし。院の字を略せば、天皇の字を書
くべし。

蔭凉軒日録

（（（ 長享（.�3.�（（ 後醍醐天皇
光明院御位
牌

後醍醐天皇・光明院の御位牌を立てるにつき、
吉田に尋ねたところ、当家で吊すのは大切であ
ると答える。御位牌は、「後醍醐天皇尊儀」と書
き台覧に供す。後醍醐院と書き、天皇の （字を
除くべし。代々位牌が （つあるが、院の字はあ
るが、天皇の字はない。吉田は、「後醍醐院」と
のみ書き、天皇の （字を除くよう述べる。

蔭凉軒日録

代々位牌 後醍醐院太上皇尊儀と太上皇の 3字を加えるべ
きか、三会院位牌にあるか尋ねる。天龍寺にあ
る位牌は、後醍醐天皇の 5字を書き、三会院の
ものも同じである。

（（（ 長享（.�3.�30 殿裏三牌 南禅寺より殿裏三牌が蔭凉軒に届く。評定衆よ
り、書くよう命じられ請け取る。

蔭凉軒日録

御位牌 吉田より太上皇位牌につき二條殿に尋ねたが、
後醍醐院と院の字を用いた御位牌があるか否か
は存ぜすとのこと。

（30 長享（.�（.�朔 御位牌書様
之事

吉田二位より折紙で、御位牌の書樣は後醍醐天
皇とするのが普通である。また、太上皇の諡号は、
後醍醐天皇が天皇位を退かず崩御したので用い
ず、天皇の二字を用いるとの回答する。

蔭凉軒日録

（3（ 長享（.�（.�（ 南禅寺三牌 南禅寺三牌を書き、南禅寺侍衣伯首座に持たせ
る。

蔭凉軒日録

後醍醐天皇
御位牌

後醍醐天皇御位牌 3枚書き、台覧に供す。「後醍
醐天皇尊儀」には、太上皇を与えるのは位を退
いた場合の贈号で、後醍醐天皇は位にあって崩
御したので、贈号あるべからず。「後醍醐院尊儀」
には、院の字を添えたのであればこの御位牌が
良い。後醍醐院と書く先例がある。「後醍醐院太
上皇尊儀」には、太上皇の字謂われ無きにより
宜しからず。吉田二位の意見を聞き、相公は 3
枚から「後醍醐天皇尊儀」を選び、書くよう命
じた。崇光院尊儀と書かれた位牌を賜い、文字
の大小を手本とするよう命じられ、持ち帰る。
伊勢右京亮方、上地祖師牌 （枚を、愚に渡す。

（3（ 長享（.�5.�（ 土 地 祖 師
牌・後醍醐
天皇御位牌

土地祖師之牌と後醍醐天皇御位牌草案を書き台
覧に供す。土地祖師草案の字小大なり。改めて
書き台覧に供す。

蔭凉軒日録

（33 長享（.�5.�3 土 地 祖 師
牌・後醍醐
天皇御位牌

土地祖師牌を書く。後醍醐天皇の御位牌は、彌
二郎に剔るよう命じる。

蔭凉軒日録



中
世
に
お
け
る
位
牌
の
広
ま
り
に
つ
い
て
（
永
井
）

一
四
三

一
四
三
頁

［
念
校
］　

駒
澤
大
學　

佛
教
學
部
論
集　

第
53
號

（3（ 長享（.�5.�5 土地祖師牌
後醍醐天皇
御位牌

土地祖師牌を書き台覧に供す。明日、剔り、泥
を入れ、（（・（3 日頃にできると答える。後醍醐
天皇の御位牌は、早く剔り、一度泥を入れるよ
う命じる。

蔭凉軒日録

（35 長享（.�5.�（ 土地堂牌 今朝から弥二郎が来て、土地堂の牌を剔る。 蔭凉軒日録
（3（ 長享（.�5.�（（ 土地祖師之

御位牌
彌二郎、土地祖師御位牌を剔り、持ち来る。愚、
一見して字の点画を改めるよう命ず。午後出来
上がり、昌子より狩野大炊助宅に贈り、泥のこ
とを命ず。

蔭凉軒日録

（3（ 長享（.�5.�（3 土地祖師之
御位牌
後醍醐天皇
御位牌

能椿を、東求堂土地祖師牌を一見のため、妙厳
院に遣わす。東府に謁し、土地祖師牌・後醍醐
天皇御位牌を台覧に供し、調阿に命じ東求堂に
立てる。相公、この （つの位牌を調阿に命じて、
周阿に寸法をとらせ、御持仏堂に立てる夢を見
たと話す。

蔭凉軒日録

（3（ 長享（.�5.�（（ 仏殿三牌 仏殿三牌の剔り様、好ましからず。泥を入れ点
画を直すよう命ず。

蔭凉軒日録

（3（ 長享（.�（.�（5 木牌 本尊釈迦左辺二間、次いで右の二間各々三霊供
あり。米水を献じ、御焼香。御木像上間、等持
院殿、鹿苑院殿、普広院殿そのほか木牌 3ヶあり。
下間寶篋院殿、勝定院殿、慶雲院殿木牌 3ヶあり。

蔭凉軒日録

（（0 長享（.�（.�（3 位牌 細川讃州道空英嗣兵部小輔逝去。荼毘では瑞光
喝食が位牌を持つ。位牌には「新捐舘永元寺殿
前兵部侍郎天藏珍公大居士」とあり。

蔭凉軒日録

（（（ 長享（.�（.�（（ 位牌 大聖寺に、方丈掩光を弔う。御位牌で大悲呪を
唱える。牌に前住大聖理渓聖仲禅師とあり。

蔭凉軒日録

位牌
永元寺殿牌

小補に行き、縁上にて位牌 （ 枚を色紙に書く。
永元寺殿牌なり。（（ 日は永元寺殿五七忌。

（（（ 延徳元.�（.�（ 御い者ゐ 「きうゐんの御い者ゐ」とあり。 御湯殿上日記
（（3 延徳元.�3.�（3 舊院御位牌 聖壽寺長老良西堂に、舊院（後花園天皇）の御

位牌ができたので送る。この位牌は、舊院の葬
礼から 5 旬、（ 年聖忌までの法要を聖壽寺で行
なってきたにも関わらず、御位牌がないことを
親長と良西堂が嘆き、住院中に位牌を作りたい
と奏聞し、（00 疋の費用で作った。

親長卿記

（（（ 長享3.�3.�（（ 入牌 （（ 日彦才和尚一周忌。入牌あり。 蔭凉軒日録
（（5 長享3.�（.�朔 御位牌 御位牌、導場に立てる。「新捐舘常徳院殿一品内

相府悦山大居士」と 3枚書かせ袖に入れて帰る。
悦山の道号を書き、悦山御位牌を贈る。御位牌
をを所望するので、御位牌を把り、鷹岡に与る。
「常徳院殿一品内相府悦山大居士尊儀」。

蔭凉軒日録

（（（ 長享3.�（.�（ 御位牌 御位牌は等貴侍者が持つ。 蔭凉軒日録
御位牌 御位牌、桂子より富田土佐守に贈る。

（（（ 長享3.�（.�（ 御位牌 上様が北等持に贈った金屛一双を、荼毘後には常
徳院に寄せ、御位牌の後ろに立てるよう伝える。

蔭凉軒日録

（（（ 長享3.�（.�（ 御位牌 龕前仏事あり。南無阿弥と唱え進む。御位牌を
□□□に持たす。

将軍義尚公
薨逝記

（（（ 長享3.�（.�（ 御位牌 足利義尚葬礼で、鎖龕後に位牌を周全首座が持
ち荼毘所に向かう。

蔭凉軒日録
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（50 長享3.�（.�（ 御イハイ 足利義尚等持院にて荼毘。御イハイは萬松が持つ。山科家礼記
（5（ 長享3.�（.�（（ 御壽牌 東相公、御壽牌を書く。 蔭凉軒日録
（5（ 延徳元.�（.�（（ 御位牌 御影・御位牌を常徳院へ移す。 蔭凉軒日録
（53 延徳元.�5.�（ 位牌 （ 月 （（ 日、贈太政大臣の宣命が下り、菅原和長

が鹿苑院の位牌の前で読み上げる。「常徳院殿一
品贈太政大臣悦山大居士台霊位・御法名道治。
（『大乗院日記目録』（月 （（ 日の条にもあり。）

大乗院寺社
雑事記

（5（ 長享3.�5.�（（ 御位牌 仲澤備前、分骨に関する高野山安養院への宝篋
院以来の御判支証 （（ 通を持参。延文 （ 年 （ 月
（5 日、足利義詮が尊氏の位牌を安養院に納めた。

蔭凉軒日録

（55 長享3.�5.�（0 常徳院殿御
位牌書

今御乳人所望により、常徳院殿御位牌 （枚を書
き遣わす。

蔭凉軒日録

（5（ 長享3.�5.�（3 常徳院殿御
位牌

加賀祇陀寺より、常徳院殿御弔意伝える状到来。
返章と一緒に常徳院殿御位牌を遣わす。

蔭凉軒日録

（5（ 長享3.�（.�（ 御壽牌 上様の仰せで、御壽牌を常徳に立てたいが、如
何と、諸老・蔭凉に尋ねる。

蔭凉軒日録

（5（ 長享3.�（.�3 常徳院殿御
位牌

鹿苑院侍真友派首座、常徳院殿御位牌を持ち来
る。愚、命を拒めず位牌を書いて贈る。

蔭凉軒日録

（5（ 長享3.�（.�（5 常徳院殿御
位牌

亀泉集証、南御所の命により、常徳院御位牌大
小 （枚を色紙に書く。

蔭凉軒日録

（（0 長享3.�（.�（（ 常徳院殿御
位牌

鹿苑院より、侍衣が来、常徳院殿御位牌を書く
よう命じられ、（ 枚書き、祝書記より鹿苑院に
贈る。

蔭凉軒日録

（（（ 長享3.�（.�（3 御壽牌 上様、御逆修の御壽牌立て置くよう仰せ、院号
を定めるよう命じる。院号は、松雲院、見性院、
月桂院、妙善院、仙桃院より横川が撰んだ。

蔭凉軒日録

（（（ 長享3.�（.�（5 常徳院殿木牌 亀泉集証、常徳院殿木牌を堀出雲守方へ返す。 蔭凉軒日録
（（3 延徳元.�（（.�（ 御壽牌 御壽牌を常徳院に立て置く。預修儀の後、御位

牌を立て置かるべし。
蔭凉軒日録

（（（ 延徳（.�正.�（（ 御位牌 桂子を伝奏に遣わし、東山相公御位牌、一品二
字を略すか、一品二字を加えるか相談する。

蔭凉軒日録

御位牌 御位牌には、新捐舘慈照院殿准三宮一品左相府
大禅定門と書く。また、嗣公御官位は、「従五位
下守左馬守源朝臣義材」。

（（5 延徳（.�正.�（（ 御位牌 葬時の御位牌御影は、誰が持つべきか問う。愚
答えて、御位牌は香厳院、御影は聯輝院とする
と答える。

蔭凉軒日録

御位牌帋 堀河殿より御位牌帋 3枚賜い、横川に書くよう
命じ贈る。

（（（ 延徳（.�正.�（（ 御位牌 慈照院殿御闍維、諸役者決まる。掛真永崇藏主、
御位牌清光喝食。

蔭凉軒日録

（（（ 延徳（.�正.�（3 御位牌 慈照院殿葬儀。御影は永崇藏主、御位牌は清光
喝食が持つ。

蔭凉軒日録

（（（ 延徳（.�（.�（（ 牌 足利義政六七忌辰にあたり、贈大相国の謚号の
勅使が来る。勅使を昭堂に案内し、院主焼香、
牌前に供台を立てる。勅使は牌に向かい、中央
に立ち宣命を読む。読み終わった宣命は、院主
に渡し、牌前に置く。

慈照院殿諒
闇總簿 (『大
日本史料』)
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（（（ 延徳（.�（.�（（ 御位牌 御位牌は、慈照院殿准三宮贈大相国一品喜山大
禅定門台霊。

蔭凉軒日録

御位牌 常徳院殿御位牌を書き、大蔵卿局に贈る。
（（0 延徳（.�3.�（（ 牌 晩来鹿苑侍真彦龍上司、牌 （ヶを持ち来る。（ヶ

は、大檀越御壽牌、（ ヶは慈照院殿御位牌。愚
これを書く。

蔭凉軒日録

（（（ 延徳（.�（.�（3 常徳院殿御
位牌

常徳院殿御位牌、鹿苑院に贈る。 蔭凉軒日録

（（（ 延徳3.�正.�（ 御位牌 御位牌草案、愚が書く。新捐舘大徳院殿准三宮
久山大禅定門。

蔭凉軒日録

（（3 延徳3.�正.�（ 御位牌 御位牌准三宮、この下に御贈号を書くか問われ、
伝奏は、3字のみでよいと返答する。

蔭凉軒日録

（（（ 延徳３.�正.�（（ 御位牌 葬礼の役者のうち、御位牌は御喝食御所周嘉、
掛真は等瑶上司・景岱侍者の両人が然るべきと
す。晩、鹿苑院の本棠侍者が来て、御位牌は御
喝食御所で良いが、掛真は改めるよう伝える。

蔭凉軒日録

（（5 延徳3.�正.�（（ 御位牌
喜山相公位
牌

戒師は、本尊前・牌前・開山前で焼香し、骸前
に卓を置き焼香、唱偈し、髪を剃り、戒を授ける。
紀綱寮より、御喝食御所清晃が、喜山相公位牌
を持つことを報ず。

蔭凉軒日録

（（（ 延徳3.�正.�（（ 壽牌 相公壽牌と細川右京兆政元公御壽牌に干支を書
く。皆、丙戌。

蔭凉軒日録

（（（ 延徳3.�正.�（5 御位牌 葬礼で、御位牌を周嘉喝食が持つ。 蔭凉軒日録
（（（ 延徳3.�（.�（ 御位牌 慈照院殿御位牌、常徳院殿御位牌、先々の如く

書き遣わす。
蔭凉軒日録

（（（ 延徳3.�（.�（ 御位牌 鹿苑院より御位牌 （枚書くよう命じられ、書き
贈る。慈照院殿、大智院殿、常徳院殿、妙音院
殿の （枚なり。妙音院殿月僊大禅定尼なり。

蔭凉軒日録

（（0 延徳3.�（.�（（ 妙音院殿御
位牌

相公曰く、妙音院殿御位牌書き進らすべし。一
品と添え季材より進上す。妙音院殿御位牌を改
めて書き、勛侍者より、鹿苑院に贈る。

蔭凉軒日録

（（（ 延徳3.�（.�（（ 木牌 等持院仏殿の御影木牌を仏殿造立以来はじめて
見る。･････ 御影の前の香爐あり。木牌逐一御
焼香。･･････ 予、正面より仏殿に入り、卓前に
立ち相公に接し、御焼香。次に本尊、開山、土
地堂、祖師堂、諸霊等持院殿より妙音院まで、
木牌逐一御焼香。

蔭凉軒日録

（（（ 延徳3.�（.�（5 木牌 慈照相公御木像の傍らに大智相公の木牌あり。
相公、木像をさして曰く、誰ぞ。答えて曰く､
慈照相公なり。慶雲院殿左辺に妙音院殿御牌あ
り。ともに相公は、含胡な様子であった。

蔭凉軒日録

（（3 延徳3.�（.�（（ 御位牌 御位牌を賜う。御贈号有り。妙音院殿贈一品なり。
丹首座を鹿苑院に遣わし、御位牌を送る。

蔭凉軒日録

（（（ 延徳3.�（0.�（（ 位牌 一山國師、寶覚、太清、叔英、季瓊位牌、所望
につき遣わす。（（ 日渓徳院殿年忌。位牌結構な
るものを相尋ね、進べきの由仰せらる。

蔭凉軒日録

（（5 延徳3.�（0.�（3 慶雲院殿御
位牌

兆上司曰く、慶徳院殿御位牌書き給うべし。昌
子に命じる。

蔭凉軒日録

（（（ 延徳（.�3.�（（ 座敷座牌 當軒座敷座牌掃地以下、各々此を命ず。 蔭凉軒日録
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（（（ 延徳（.�（.�（（ 御牌 葉室殿、大智院殿の御墳所を尋ねる。墳所につき、
大智院侍真曰く、去年公方様より （,000 疋寄付
され、祠堂を広め、御影を安置したが、御牌石
塔は今もない。

蔭凉軒日録

（（（ 延徳（.�（.�（（ 諸霊位牌 諸霊位牌を書く。 蔭凉軒日録
（（（ 明応（.�（.�（（ 御位牌 夕方、代々御影を掛け、御位牌をおす。晩、毎

年のように御影に水を向く。
言国卿記

（（0 明応（.�（.�（5 御位牌 暁天に、恒例の如く代々御影、御位牌に御霊戸
を参らせ、お箸を立て、水を手向く。

言国卿記

（（（ 明応3.�（.�（（ 御位牌 山科家代々の御影を掛け、位牌を押し､ 蓮葉に
スエ餅、ウリ、桃などを供える。夕方、水を向く。
夜半、御影代々御位牌、御霊戸を供え、焼香し、
水を向け、箸を立てる。公卿の御霊戸も供える。

言国卿記

（（（ 明応（.�（.�（（ 御位牌 代々の御影・御位牌など掛け、夕方に水を向く。言国卿記
（（3 明応（.�（.�（5 御位牌 暁天に御影・御位牌・御霊戸供え、焼香し水を

向ける。
言国卿記

（（（ 天文（0.�5.�（ 位牌 御遺骸を内に置き、金屏風の外を表にして立て、
高机に打敷を敷いて、真中に位牌を安置す。

萬松院穴太
平記

（（5 天文（0.�5.�（（ 御位牌 高机に打敷を敷き位牌を置く。紙に包んだ上に、
「新捐館萬松院殿贈一品左相府曄山照公大居士
儀」と書く。

萬松院穴太
平記

（（（ 天文（（.�5.�（ 位牌 足利義晴の葬儀準備。高机に打敷を敷き、真中
に位牌を立てる。

萬松院穴太
平記

（（（ 大永（.�5.�3 御位牌 後柏原院喪礼御礼。武家の例にならい御位牌を
持たす。

二水記（古
事類苑）


